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教 育 施 策 の 推 進 状 況 

 

（教 育 委 員 会 関 係 分） 
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令和６年度 大牟田市学校教育振興事業計画 

 

 

趣 旨 

１ 本計画は、本市における令和６年度から１０年度までの教育の振興に関

する基本的な計画である「大牟田市学校教育振興プラン２０２４～２０２

８」に基づく令和６年度の事業計画として、予算等との整合を図り策定す

るものです。 

２  本計画は、令和６年度の教育委員会の方針、成果指標の令和６年度目標

値、令和６年度に特に重点的に取り組む事業（以下「重点事業」といいま

す。）の内容等について掲載しています。 
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令和６年度の教育委員会の方針 
 

１ 基本理念 

「まちづくりは人づくりから」という基本的な考え方に立ち、本市の学校教育

は、持続可能な社会の創り手となる児童生徒の育成を目指すとともに、日本社会

に根差したウェルビーイングの向上を図ります。 

 

２ 基本方針（令和６年度の取組方針） 

持続可能な社会を創る「おおむたっ子」の育成と日本社会に根差したウェル 

ビーイングの実現 

児童生徒が持続可能な社会の創り手となれるよう、知識・技能とそれらを活

用する力を育成し、社会において自立的に生きるための基盤を培うとともに、

将来の夢や目標に向かって主体的に学習に取り組む態度を育成します。 

また、日本社会に根差したウェルビーイング※の実現のため、自尊感情や自

己効力感を高めるとともに、「幸福感」や「協働性」「多様性への理解」「心身

の健康」などの要素を向上させることが重要です。 

そのため、知育・徳育・体育のバランスが取れた教育を推進するとともに、

IＣＴの活用などにより「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充

実させます。さらに、児童生徒が安全安心で豊かな学びを実現できるよう、地

域とともにある学校づくりに取り組み、教育環境を充実させます。 

令和６年度は、児童生徒の確かな学力を育成するため、小・中学校にスタデ

ィサポーターや学力向上アドバイザーを派遣するなどの支援を行うほか、タブ

レット端末で使用できるドリル教材の活用などを進めます。 

義務教育９年間を見通した教育を推進するため、小中一貫教育制度を宮原中

学校区において施行（２年目）するとともに、宅峰中学校区と松原中学校区へ

の試行的導入（２年目）、歴木中学校区と橘中学校区への試行的導入（１年目）

などを行います。 

本市の特色あるＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）／ＥＳＤ（持続可能な開発

のための教育）のさらなる深化を図るため、各学校の特色を活かしながら、地

域、関係機関、団体等との連携を強化し、取組を充実させます。 

不登校児童生徒の多様な学びの場を確保するため、校内教育支援センター

「ハートフルルーム」や、学校外の居場所「サテライトスペース」を設置する

とともに、スクールカウンセラーの配置の拡充や学習指導員の配置などに取り

組みます。 

学校再編整備については、橘中学校・甘木中学校・歴木中学校・田隈中学校・

白光中学校の再編後の新校（白銀中学校・御木中学校）の開校に必要な準備や

施設整備などを進めます。 

人権・同和問題に対する児童生徒や市民の理解と認識を深めるための教育活

動を進めるとともに、講演会や学習会の開催等の啓発活動を行います。 
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重点事業 

・学力ブラッシュアップ推進事業 

・小中一貫教育推進事業 

・ＥＳＤ推進事業 

・ハートフルスクールプロジェクト推進事業 

・学校再編整備推進事業 

・人権・同和教育・啓発推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ウェルビーイングとは身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的

な幸福のみならず、生きがいや人生の意義など将来にわたる持続的な幸福を含むもの

である。また、個人のみならず、個人を取り巻く場や地域、社会が持続的に良い状態

であることを含む包括的な概念である。（国の第４期教育振興基本計画から） 

目指す児童生徒の姿 「おおむたっ子」 

 大きな夢を抱き未来を創る児童生徒 

      難しいことにもねばり強く取り組む児童生徒 

      たくましい心と体を備えた児童生徒 



現状値
（R4年度）

年度目標値
（R6年度）

実績値
（R6年度）

達成度
（R6年度）

83.1％
85.0％

（毎年度
維持）

85.4％ 100.5％

指標名 指標の概要
現状値

（R4年度）
年度目標値
（R6年度）

実績値
（R6年度）

達成度
（R6年度）

Ⅰ 社会的自立
の基盤となる
資質や能力
の育成

1 確かな学力
の育成

全国学力・学習状
況調査の標準化得
点（小・中）

全国学力・学習状況調査で毎年
度実施される国語、算数（数学）
の小・中それぞれの標準化得点
（全国平均を100とする）

小の算数
のみ達成

小の国・算、
中の国・数
での前年比
向上

未達成 0％

2 豊かな心の
育成

児童生徒の規範意
識

人の気持ちがわかる人間になり
たいと答えた児童生徒の割合
（小学5年生・中学2年生へのアン
ケート）

96.8％
95.0％

（毎年度
維持）

95.8％ 100.8％

3 健やかな体
の育成

体力向上のための
授業以外での取組
実績

児童生徒の体力向上のため、授
業以外での取組を実施した学校
の割合 100％

100％
（毎年度
維持）

100％ 100％

4 主体的に社
会の形成に
参画する態度
の育成

学校や地域のため
に行動したいという
生徒の割合

学校や地域のために何かをして
みたいと答えた生徒の割合（中
学1～3年生へのアンケート） 82.6％ 84.0％ 85.4％ 101.7％

Ⅱ 安心して学べ
る学校づくり

1 誰一人取り残
さない学びの
保障

不登校児童生徒へ
の支援

不登校児童生徒のうち、専門家
や専門機関の相談、指導等を受
けている者の割合 － 80.0％ 100％ 125.0％

2 特別支援教
育の推進

特別支援教育支援
員の配置効果

保護者・学校へのアンケートで、
特別支援教育支援員の配置効
果を認める割合 100％

100％
（毎年度
維持）

100％ 100％

Ⅲ 地域とともに
ある学校づく
り

1 地域の力を活
かした学校運
営の推進

学校のニーズに合
わせた部活動指導
員の配置率

各中学校が希望する部に対して
部活動指導員を配置した割合

－ 100％ 100％ 100％

2 学校・家庭・
地域の連携

学校運営協議会の
会議の開催実績

学校運営協議会（中学校区単
位）の会議の年度当たりの開催
回数 3回 3回 3回 100％

Ⅳ 学校教育環
境の充実

1 学校再編整
備の推進

学校再編による教
育環境向上の満足
度（R7・R9 白銀中
学校及び御木中学
校）

学校再編後の新校が開校したこ
とについて肯定的に回答された
割合（児童生徒、保護者、教職員
へのアンケート）

86.5％
（H29年度）

－（R7・R9
年度に

90.0％と設
定）

－ －

2 学校施設・設
備の整備

校舎トイレの洋式化
率

市立学校の校舎トイレを洋式に
改修した割合

70.8％ 85.0％ 85.5％ 100.6％

Ⅴ 人権に関す
る教育・啓発
の推進

1 人権・同和教
育の推進

大牟田市人権・同
和教育カリキュラム
の活用実績

大牟田市人権・同和教育カリキュ
ラムを活用した授業研究会を実
施した学校の割合 100％

100％
（毎年度
維持）

100％ 100％

成果指標の令和６年度実績値

基本施策 主要施策

指標名 指標の概要

中学生の将来に向けた意欲（将来
の夢や目標に向けて頑張っていき
たいという中学3年生の割合）

本市での9か年の義務教育を終えようとしている中学3
年生のうち、将来の夢や目標に向けて頑張っていきた
いという生徒の割合（中学3年生へのアンケート）

１　基本方針に係る成果指標

２　主要施策の成果指標
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基本方針に係る成果指標の令和６年度達成状況 

 

成果指標の達成状況 

指標名 項目 R6 R7 R8 R9 R10 目標値の設定の考え方 

中学生の将来に向け
た意欲（将来の夢や目
標に向けて頑張って
いきたいという中学
３年生の割合） 

目標値（%） 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 現状値を踏まえ 85.0％
以上を目指す。 
［現状値：83.1%（R4
年度実績）］ 

実績値（%） 85.4     

達成度（%） 100.5     

 

指標達成度に対する要因分析 

・本市では、「まちづくりは人づくりから」という基本的な考え方に立ち、児童生徒が持続可

能な社会の創り手となれるよう、「確かな学力（知）」「豊かな心（徳）」「健やかな体（体）」

のバランスのとれた教育を進め、児童生徒一人ひとりの興味・関心等に応じた教育活動を

展開し、個性や能力を伸ばしてきました。コロナ禍を経て、学校の教育活動は、コロナ禍

以前の姿に戻すという発想ではなく、変化が激しく予測が困難な時代にあっても、持続可

能な社会の創り手となる児童生徒像や社会の状況等を踏まえた新しい学校像を追求してき

ました。その過程において、児童生徒がリアルな体験を踏まえて自分の将来を考えること

は有意義であり、地域の方々や地元の施設、企業等と連携した「職業体験学習」、大牟田市

立地企業会等と連携した「中学生企業見学会」、「オープンキャンパスへの参加」等の啓発

的体験を行ったことで、児童生徒は、自己実現に向けた意欲を持つことができたと考えら

れます。 

・また、山積する社会の課題に対して、グローバルな視点を持ちつつ、身近な課題を発見し、

自分事として考え、自分なりに行動するための学習であるＥＳＤ（持続可能な開発のため

の教育）の充実・深化を図ってきました。教育委員会は、各学校の特色ある教育活動を支

援するとともに、学校と地域との新たな協働体制の構築を進めてきました。その結果、児

童生徒は、学校の仲間や地域の方々と協働して学ぶことを通して、目標に向けて頑張った

ことによる達成感を味わい、自己肯定感や自尊感情、目標に向かって頑張る力、主体性等

の非認知能力を高めることができたと考えられます。 

・さらにＲ６年度には、「誰一人取り残さない」ことを理念に掲げ、「ハートフルスクールプ

ロジェクト」を立ち上げ、不登校を生まない魅力的な学校づくりとともに、不登校児童生

徒の様々なニーズに対応できる多様な学びの場を確保してきました。また、児童生徒に寄

り添い、伴走するスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー、学習指導員等の

人材を確保し、情報共有や行動連携ができる仕組みづくりを進めてきたことが、学校生活

の基盤となる安心して学べる学校環境につながったと考えられます。 

 

今後の方向性 

・生成ＡＩ等が飛躍的な進化を遂げるなど、変化が激しい現代だからこそ、一人ひとりの児

童生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在とし

て尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓

き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められます。国の「第

４期教育振興基本計画」にも、「持続可能な社会の創り手の育成」・「日本社会に根差したウ
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ェルビーイングの向上」が掲げられています。本市もこの趣旨に沿って、自ら課題を発見

し、多様な人々と協働しながら主体的に解決する力を児童生徒に身に付けさせるため、各

学校が特色ある教育活動を展開できるようにするとともに、児童生徒一人ひとりが自己の

よさを発揮し、夢や目標に向かって意欲的かつ主体的に学ぶことができるよう支援します。 

・「誰一人取り残さない」理念を実現するため、「魅力的な学校づくり」と「不登校児童生徒

一人ひとりに寄り沿った学びの場・支援」の両輪で不登校対策を推進します。また、児童

生徒に寄り添い、支援できるよう、教職員のスキルアップを支援します。 

・本市のこれまでの継続的な取組の結果がＲ６年度目標の達成につながったと考えられるこ

とから、今後も、知・徳・体のバランスのとれた教育を推進することにより、児童生徒が

社会において自立的に生きるための基盤となる資質や能力を培えるようにします。その上

で、達成感を味わい、将来のまちづくりの主権者としての意欲を持てるようにします。そ

のために、第７次総合計画や第３期大牟田市教育振興基本計画等を踏まえ、グローバルな

視点を持ちながら地域社会の活性化、持続的発展に貢献する人材の育成やデジタル人材の

育成に努めるとともに、児童生徒の発達段階に応じて、系統的なキャリア教育に取り組み

ます。 
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令和６年度重点事業 

 
 

施策体系 

事 業 名 ページ 

基本施策 主要施策 

Ⅰ １ 学力ブラッシュアップ推進事業 １５ 

Ⅰ １ 
小中一貫教育推進事業 １７ 

Ⅲ １・２ 

Ⅰ ４ ＥＳＤ推進事業 １９ 

Ⅱ １ ハートフルスクールプロジェクト推進事業 ２１ 

Ⅳ １ 学校再編整備推進事業 ２３ 

Ⅴ １ 人権・同和教育・啓発推進事業 ２５ 
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令和６年度重点事業の取組状況報告書 
（担当課：指導室） 

事業名 
学力ブラッシュアップ推進事業 

 基本施策Ⅰ 社会的自立の基盤となる資質や能力の育成 

 主要施策１ 確かな学力の育成 
 

目的 
本市のこれまでの学力向上の取組の成果と児童生徒の学習状況等を踏まえて、児童生徒一人一人の学力の実態

に応じた指導の充実を図り、基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させるとともに、思考力・判断力・表現

力等や、粘り強く学習に取り組む態度などを育成します。 

事業内容 
１ 小・中学校が実施する補充学習や強化学習に「スタディサポーター」を派遣し、個に応じたきめ細かな指導

が行えるよう支援します。 

２ 小・中学校が実施する学力向上に関する校内研修等に「学力向上アドバイザー」を派遣し、授業改善に向け

た指導助言などの支援を行います。 

３ 各学校が日々の授業づくりや学力向上プランの充実を図り、学習指導要領が目指す「主体的・対話的で深い

学び」を実践できるようにするため、指導主事を派遣し、指導助言などの支援を行います。また、教職員を対

象とする学力向上実践報告会を開催します。 

４ 各学校や小・中学校の連携のもと中学校区単位で行われる家庭学習習慣を定着させる取組を支援します。 

５ 児童生徒の学力の実態をより詳細に把握し、教育課程の改善や指導の充実を図るため、学力調査を実施しま

す。 

６ 児童生徒一人一人に合った学びの実現のため、タブレット端末で利用できるドリル教材を導入し、授業や家

庭学習で活用します。 

７ 英語教育推進重点校に指定した小・中学校各１校において、英語教育の研究と実践を進めます。 

８ 英検３級の受験を希望する中学生に検定料の一部を補助します。 

指標名 目標値等 R6 R7 R8 R9 R10 指標･目標値設定の根拠 

全国学力・学習状況

調査の標準化得点 
目標値 

国・算（数）で
の前年比向上 

同左 同左 同左 同左 小学 6 年生と中学 3 年生を対象と
する全国学力・学習状況調査で毎
年度実施される国語・算数（数学）
の標準化得点が前年度より向上す
ることを目標とします。 

実績値 未達成     

達成度（%） 0     

 

取組実績 
１ 各小・中学校が実施している個に応じたきめ細かな補充学習や強化学習等を支援するため、学校からの要請

に応じて、スタディサポーターを年間合計３，４５５時間派遣しました。派遣先は全ての小・中学校で、派遣

人数は学校の状況に応じて１～４人でした。 

２ 小・中学校が実施する学力向上に関する校内研修等に「学力向上アドバイザー」を派遣し、授業改善に向け

た指導助言などの支援を行っています。本年度は延べ１０人のアドバイザーにより、主として若年教師の授業

力向上を目指した取組を行いました。 

３ 市内全ての小・中・特別支援学校において開催される、学力向上に関する校内研修会に指導主事を派遣し、

指導助言を行いました。また、校長会や教頭会、教務担当者会、校内研究担当者会において、学力向上に関す

る資料提供や講話を行い、市全体として学力向上を目指す機運を高めました。さらに、教科部会では、教育講

座や授業研究会を開催し、研鑽を深め、授業改善に向けた協議を行いました。６月１４日（金）、１１月１８日

（月）、Ｒ７年２月２０日（木）には学力向上検証委員会を開催し、学力向上に向けた取組について、定期的に

確認しました。あわせて、Ｒ７年２月２０日（木）には学力向上実践報告会を開催し、各校が学力向上に向け

て取り組んできたことを共有し、さらなる学力向上の充実を図りました。 

４ 大牟田地域教育力向上推進協議会の取組として、毎月１１日を「家庭学習の日」と定め、各中学校区単位で

小学校と中学校が連携して、家庭学習強化週間を設定するなどの家庭学習習慣の定着の取組を支援していま

す。今後も、小中一貫教育を推進する観点から、この取組の充実を図っていきます。 

５ ４月１６日（火）には中学１・２年生を対象に、６月３日（月）には中学３年生を対象に、１２月１２日（木）

には小学３～６年生を対象に、Ｒ７年１月３０日（木）には中学１・２年生を対象（２回目）に、大牟田市学

力調査を実施しました。 

６ タブレット端末で活用するデジタルドリルを導入（小学校：国語科・算数科・理科 中学校：数学科・理科・

英語科）し、授業や家庭学習で活用しました。 

７ 明治小学校と甘木中学校を英語教育推進重点校に指定し、英語教育の研究と実践を進めました。 

８ １０月５日（土）等に実施された英検３級を受験した中学生７９人を対象に検定料の一部を補助しました。

また、１月１８日（土）等に実施された英検３級を受験した中学生２９人を対象に検定料の一部を補助しまし

た。  
決 算 国 県 起債 その他 一般財源 

決算額 
（次年度への繰越 

13,269 
 

千円 

千円） 
 924   12,345 
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問題点及び課題 
国、県、市の学力調査等の結果によれば、国語・算数・数学における記述解答式問題や活用力を問う問題にお

いて課題が見られます。 

全国学力・学習状況調査児童生徒質問の結果によれば、ネット動画の視聴時間やゲームをする時間が全国平均

より長く、学力向上に向けて改善すべき要素となっているだけでなく、基本的生活習慣の定着の上でも課題とな

っています。 

 

今後の方向性（具体策） 
タブレット端末で活用するデジタルドリルについて、各学校の実態や課題に応じた教科を導入し、児童生徒の

「個別最適な学び」が更に進められるようにします。また、引き続き、学習における情報の提示・共有・保存を

支援する学習支援ソフトを導入し、授業や家庭学習で活用します。 
小・中学校が実施する補充学習等に「スタディサポーター」を派遣し、児童生徒一人一人の課題に応じたきめ

細かな指導が行えるよう支援します。 
「主体的・対話的で深い学び」を各学校が実践できるよう、教職員研修を実施するとともに、指導主事を全て

の学校に派遣し、更なる授業改善を進めます。また、教育研究所における若手教員のグループによる授業の進め

方に関する研究など、教員間のネットワーク構築に資する取組を行います。 
各学校や小・中学校の連携のもと中学校区単位で行われる家庭学習習慣の定着の取組を支援します。 
学力調査で測定できる学力の向上とともに、全ての教育活動を通して非認知能力の向上にも取り組みます。 
学力調査における平均点の向上とともに、前年度より学力を向上させた「個の人数」の増加に取り組みます。 
 

評 価 
全国学力・学習状況調査の標準化得点が前年度より向上するという目標を達成することはできませんでした。

今後、授業改善はもとより、学習の基盤となる非認知能力の向上や家庭学習習慣の定着等に向けた取組などを進

め、学力向上を図ります。 
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令和６年度重点事業重点事業の取組状況報告書 
（担当課：学校教育課） 

事業名 

小中一貫教育推進事業 

 基本施策Ⅰ 社会的自立の基盤となる資質や能力の育成 

 主要施策１ 確かな学力の育成 

 基本施策Ⅲ 地域とともにある学校づくり 

 主要施策１ 地域の力を活かした学校運営の推進 

 主要施策２ 学校・家庭・地域の連携 
 

目的 
市立の小学校と中学校に、順次、小中一貫教育制度（原則として併設型）の導入を進め、義務教育９年間を見

通した系統性・連続性のある指導により、児童生徒の学力向上や心身の健全な育成、「中１ギャップ」や不登校の

解消を目指します。また、校区の小・中学校がより密接な関係を築き、教育内容・活動の充実を図ることで、教

職員の指導力の向上を図ります。さらには、学校・家庭・地域の「つながり」を深め、「地域とともにある学校づ

くり」や「学校を核とした地域づくり」を推進します。 

事業内容 
１ Ｒ５年度に小中一貫教育制度を導入した宮原中学校区内の小・中学校（宮原中学校・駛馬小学校・天の原小

学校・玉川小学校）における校区の特徴を生かした学校運営を支援します。 

２ 宅峰中学校区内の小・中学校（宅峰中学校・大牟田中央小学校・みなと小学校・天領小学校）と松原中学校

区内の小・中学校（松原中学校・大正小学校・中友小学校）において、Ｒ７年度の導入に向けて、義務教育９

年間を見通した教育課程に基づき小中一貫教育制度の試行等を行います。 

（１）教育課程の検証と見直しを行うための検討会を開催します。 

（２）小中一貫教育における学習内容についての拡大校内研修会を開催します。 

（３）「地域とともにある学校」の実現のため、学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を設置・運営すると

ともに、地域学校協働活動推進員を配置します。 

（４）制度導入に対する理解が得られるよう、資料を作成し保護者等に配布します。 

３ 歴木中学校区内の小・中学校（歴木中学校・平原小学校・高取小学校・三池小学校）と橘中学校区内の小・

中学校（橘中学校・上内小学校・吉野小学校）において、Ｒ９年度の導入に向けて、義務教育９年間を見通

した教育課程に基づき小中一貫教育制度の試行等を行います。 
※上記２（１）～（４）に示すもののうち、早期に実施する必要性が高いものから順次取り組みます。 

４ 全小中学校において、小・中学校相互の授業公開や小・中学校合同による教職員研修等の小中連携・小中一

貫教育の取組を行います。 

指標名 目標値等 R6 R7 R8 R9 R10 指標･目標値設定の根拠 

小中連携・小中

一貫教育の取組

実績 

目標値（回） 80 80 80 80 80 小・中学校相互の授業公開や中学校

が実施する小学校との合同研修の

回数（R4 年度実績値・80 回） 
実績値（回） 85     

達成度（%） 106.3     
 

取組実績 
１ 宮原中学校区内の小・中学校では、教育目標と目指す児童生徒像を共有し、９年間を見通した教育課程や校

務分掌の編成を行い、魅力ある学校づくりに取り組みました。 

（１）専任の地域学校協働活動推進員を活用し、学校と家庭・地域が協働して学校運営に取り組む体制を整えま

した。また、学校運営協議会において、学校運営や学校支援活動等に関する協議（第１回：６月５日（水）、

第２回：１１月１１日（月）、第３回：Ｒ７年２月１８日（火））を行いました。 

（２）R６年度に駛馬小学校・天の原小学校・玉川小学校の地域住民や保護者等が中心となって開設された「放

課後子ども塾」等において、学校と家庭・地域が連携し、第三水曜日を除く毎週水曜日の終業後に子どもた

ちを預かり、家庭学習や体験活動が行われました。 

（３）児童生徒の交流として、中学１年生が、小学６年生に中学校生活を直接説明する「ようこそ先輩」を５月

２０日（月）に実施するなど、小・中学校の円滑な接続を図りました。また、宮原中学校区の全児童生徒が、

保護者や地域住民と一緒に小学校区の清掃活動を６月８日（土）に実施しました。さらには、宮原中学校の

体育祭（１０月１０日（木）に実施）の競技に各小学校の６年生が参加して交流を深めました。 

（４）教職員の交流として、学期に１回程度、小・中学校の授業を互いに参観し、中学校の教員が小学校の授業

にティームティーチングのＴ２（全体の授業を進める役割を担う教員（Ｔ１）を補助したり、特定の子ども

への支援などを行う教員）として関わったりするなどの、相互乗り入れ授業等の内容について協議しました。 

２ 宅峰中学校区内の小・中学校と松原中学校区内の小・中学校において、Ｒ７年度の導入に向けて、義務教育

９年間を見通した教育課程に基づき制度の試行等を行いました。 

（１）定期的（毎月１回程度）に教職員の研修会（教育課程編成、学力向上、不登校対策等）を実施しました。 

（２）Ｒ５年度から配置している専任の地域学校協働活動推進員を活用し、学校と家庭・地域が協働して学校運

営に取り組む体制を整えました。松原中学校区（１１月２０日（水））、宅峰中学校区（１月２３日（木））

において試行的に第１回学校運営協議会を開催し、小中一貫教育の基本方針等について協議を行い、目標・

ビジョンを共有しました。 
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（３）宮原中学校区、宅峰中学校区・松原中学校区の小中一貫教育の取組を周知する啓発資料を作成し、保護者

等に配布しました。 

３ 歴木中学校区内の小・中学校と橘中学校区内の小・中学校において、Ｒ９年度の導入に向けて、義務教育９

年間を見通した教育課程に基づき制度の試行等を行いました。 

（１）歴木中学校区・橘中学校区に専任の地域学校協働活動推進員を配置し、９年間を見通した教育課程編成や

新校（御木中学校・白銀中学校）開校に向けた学校の協働体制の仕組みづくりを行いました。 

４ 全中学校区において、定期的に、教職員の研修会（学力向上部会、生徒指導部会等）、合同授業研究会や児

童生徒の連携による取組の交流等を実施しました。 

 

決 算 国 県 起債 その他 一般財源 

決算額 
（次年度への繰越 

25,711 
 
千円 

千円） 
 3,073  113 22,525 

問題点及び課題 

小・中学校における各教科の系統的な教科指導の充実を図る乗り入れ授業の内容や方法の検討、中学校進学後

の「中１ギャップ」の解消、生徒が自己肯定感を高めることができるような取組等を進める必要があります。 

 

今後の方向性（具体策） 

宮原中学校区において、引き続き「Ｍ－ＨＡＴ会議」や授業参観後の研修会において具体的な取組についての

協議を進めます。また、Ｒ７年度から導入する宅峰中学校区と松原中学校区において、専任の地域学校協働活動

推進員を活用し、学校と家庭・地域をつなぎ、協働体制の仕組みづくりや学校運営協議会の開催を引き続き推進

します。さらに、Ｒ６年度から制度を試行した歴木中学校区・橘中学校区については、中学校再編後の御木中学

校区・白銀中学校区において、９年間を見通した教育課程編成や学校の協働体制の仕組みづくりを行います。 

 

評 価 

宮原中学校区において、学校運営協議会の設置、専任の地域学校協働活動推進員の活用などにより一定の成果

が得られました。その成果を踏まえて、当初の計画どおり、Ｒ５年度からＲ６年度まで宅峰中学校区・松原中学

校区において、また、Ｒ６年度から歴木中学校区・橘中学校区において制度を試行できました。 

今後も、中学校区単位での教育活動の充実を図るとともに、学校と家庭・地域のつながりを深める取組を推進

します。 
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令和６年度重点事業の取組状況報告書 
（担当課：指導室） 

事業名 

ＥＳＤ推進事業 

 基本施策Ｉ 社会的自立の基盤となる資質や能力の育成 

 主要施策４ 主体的に社会の形成に参画する態度の育成 
 

目的 
本市の特色ある SDGs（持続可能な開発目標）／ESD（持続可能な開発のための教育）の取組をさらに発展・拡

充させ、持続可能な社会の創り手としての児童生徒の育成を目指します。また、ESD の先進都市・交流拠点都市

として、SDGs／ESD の深化を図るとともに、「SDGs／ESD のまち・おおむた」を全国や世界に発信します。 

事業内容 
１ 地域、関係機関、団体等との意見交換等の機会として、「ユネスコスクール・SDGs／ESD 交流会」を開催

します。この交流会を通して、各学校の特色を活かしながら、地域、関係機関、団体等との連携を強化し、

SDGs／ESD のさらなる深化を図ります。 

２ 「大牟田市ユネスコスクールの日」（１月１７日）の制定と「ユネスコスクール・ESD のまち おおむた

宣言」を記念する「SDGs／ESD 子どもサミット」を開催し、児童生徒による学習成果の発表や他地域の学

校との交流を行います。また、「大牟田市ユネスコスクール週間」の期間中に各学校が行う ESD の学習発表

会等を支援します。 

３ 各学校の SDGs／ESD の充実を図るため、次のことに取り組みます。 

（１）各学校が行う世界遺産学習、環境学習、福祉学習、防災・減災学習等の教育活動や、国内外のユネスコス

クールとの交流活動の充実を支援します。 

（２）児童生徒を対象に、自然体験などの ESD 体験講座を開催し、体験を通して主体的に考え行動する態度を

育成します。 

４ SDGs／ESD に取り組んでいる教育委員会や国内外の地域と交流します。 

５ 市民を対象とする講座、資料展示等を通して、本市の SDGs／ESD への理解を促進します。 

指標名 目標値等 R6 R7 R8 R9 R10 指標･目標値設定の根拠 

学校や地域のため

に行動したいとい

う生徒の割合 

目標値（%） 84.0 85.0 86.0 88.0 90.0 地域や社会をよくするために

何かしてみたいと思う中学 3

年生の割合：82.6%（令和 5 年

度全国学力・学習状況調査の

質問紙調査の結果から） 

実績値（%） 85.4     

達成度（%） 101.7     

 

取組実績 
１ ７月２６日（金）に「ユネスコスクール・SDGs／ESD 交流会」を開催しました。学校関係者、市内企業・

各種団体、市職員、学生など約１５０人の参加があり、「大牟田を創る子どもたちのために、いまできること！」

のテーマのもと、学校と各団体、企業等が連携した ESD の実践に向けた意見交換を行いました。会の最後

に、福岡教育大学の石丸哲史副学長により全体総括が行われました。 

２ 「大牟田地域教育力向上推進大会」における学校の ESD に関する取組発表について、４月定例校長会にて

周知の上、Ｒ７年１月２５日（土）に小学校３校と中学校１校が取組発表を行いました。また、「大牟田市ユ

ネスコスクール週間」にて各学校が行う発表会等について情報収集、発信を行い、各学校の取組を支援しま

した。 

３ 各学校の SDGs／ESD の充実を図るため、次のことに取り組みました。 

（１）各学校の ESD に関する特色ある教育活動を支援するため、校内研修に指導主事を派遣し、理論や実践の

ポイント等について指導助言を行いました。 

（２）５月２５日（土）に ESD 体験講座（環境学習）「おおむたネイチャースクール」を三池校区で開催し、

１４人の児童生徒が参加しました。 

４ 駛馬小学校と荒尾市立万田小学校・北九州市立花尾小学校・中間市立中間東小学校が世界遺産学習に関し

て、上内小学校と宮城県気仙沼市立唐桑小学校が防災・減災教育に関して、みなと小学校と熊本県山都町立

矢部小学校が人権の花の活動に関して、大牟田特別支援学校と新潟県見附市立見附特別支援学校が特別支援

学校間交流として、みなと小学校と佐賀県玄海町立玄海みらい学園が海洋教育「宝の海プロジェクト」の一

環として、それぞれ学校間交流を行いました。また、「RCE 大牟田」として、国内及び世界の RCE（国際連

合大学が認定・推進する地域の ESD の拠点）との交流を行っており、Ｒ７年２月に開催された実務者会にて

他地域の拠点と情報交換を行いました。 

５ SDGs／ESD に対する理解促進のため、５月２３日（木）に帝京大学福岡医療技術学部において１年生の

学生を対象に講義を行い、約２００人が参加しました。７月２９日（月）に市内の地域交流施設「てとてのコ

ミュニティサポートセンター」において市民を対象に講座を開催し、１０人が参加しました。また、「イオン

モール大牟田」において ESD に関する展示を常時行いました。市立図書館、石炭産業科学館、市民活動等多

目的交流施設「えるる」でも随時展示を行いました。さらには、８月３１日（土）に「イオンモール大牟田」

で開催されたイベントで、小学生のチーム８人が SDGs オリジナル楽曲「未来へ繋ぐストーリー～SDGs で

変わる大牟田の未来」とダンスを披露しました。このチームはＲ５年度に結成され、６年度のチームは２代

目で、１１月３日（日・祝）に宮原坑で開催された「宮原坑フェスタ」などのイベントでも披露しました。  
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決 算 国 県 起債 その他 一般財源 

決算額 
（次年度への繰越 

2,786 
 

千円 

千円） 
    2,786 

問題点及び課題 
各学校の地域や児童生徒の実態を踏まえ、市民団体や地元企業、団体等とさらに連携し、各学校が目指すSDGs

の達成に向けて、ESD の充実を図る必要があります。また、小中一貫教育を見通した SDGs／ESD を推進する

ため、中学校区内の学校間で教育課程についての協議を進める必要があります。その上で、各学校の ESD をマ

ネジメントする教員を今後も養成する必要があります。 

 

今後の方向性（具体策） 
広く市民や企業、団体等を巻き込みながら、官民連携、学社連携を推進し、その取組を「ユネスコスクール・

SDGs/ESD 交流会」や「ユネスコスクール・SDGs／ESD 子どもサミット」で共有し、学習の充実を図ります。 

各校区の特色を生かして、地域人材を巻き込んだ実践を進めるとともに、グローカルな視点からの教育活動

を展開します。 

 

評 価 

教育委員会が学校と様々な団体とをつなぐ取組を進め、少しずつ成果も上がっています。今後も、各学校の

主体性を大切にして、学校や地域の特色を踏まえた ESD の充実を図るとともに、地域に根付いた SDGs／ESD
の取組を進めていきます。また、橘中学校が取り組んだ社会参加型のプロジェクト「ＯＭＵＴＡジュニアシテ

ィーメーカー」の取組が評価され、同中学校の卒業生である市内の高校生がＲ７年７月に大阪・関西万博「共

創チャレンジ」で発表することとなりました。 

 

 



21 

令和６年度重点事業の取組状況報告書 
（担当課：指導室） 

事業名 
ハートフルスクールプロジェクト推進事業 

 基本施策Ⅱ 安心して学べる学校づくり 

 主要施策１ 誰一人取り残さない学びの保障 
 

目的 
全ての児童生徒が、将来、社会で活躍できるようになることを目指して、不登校児童生徒の個別ニーズに合っ

た多様な学びの「場」を確保し、児童生徒の学びを継続させるとともに、学びに伴走できる「人」の確保と「仕

組み」づくりを進めます。 

事業内容 
１ 不登校児童生徒の多様な学びの「場」の確保 

（１）各学校に校内教育支援センター（文部科学省の「COCOLO プラン」に示された「スペシャルサポートルー

ム等」）としての「ハートフルルーム」を設置し、登校はできても、自分の教室に入ることができない児童生

徒の学びを支援します。 

（２）様々な理由で登校することが難しい児童生徒の学校外の居場所としての「サテライトスペース」を開設し

ます。 

２ 伴走できる「人」の確保と「仕組み」づくり 

（１）各学校へのスクールカウンセラーの配置時数を拡充し、児童生徒の心理面でのサポートや相談対応の充実

を図ります。 

（２）「ハートフルルーム」で不登校児童生徒の学びを支援する学習指導員を各学校に配置します。 

（３）「サテライトスペース」の運営のコーディネーターを配置します。 

（４）不登校児童生徒への適切な支援に関する職員研修を実施します。 

指標名 目標値等 R6 R7 R8 R9 R10 指標･目標値設定の根拠 

不登校状態から、学びの

場に復帰した児童生徒

の割合 

目標値（%） 100 100 100 100 100 不登校児童生徒の全ての学びの
場を確保し、学びたいと思った
ときに学べる環境を整えます。 実績値（%） 95.4     

達成度（%） 95.4     
 

取組実績 
１ 不登校児童生徒の多様な学びの「場」の確保 

（１）各学校に校内教育支援センター「ハートフルルーム」を設置し、教室に入ることができない児童生徒が自

分のペースで学習や生活できるよう支援しています。Ｒ６年度は、児童８１人・生徒６９人が「ハートフル

ルーム」を利用して、自分のペースに合わせて学習を行うことができました。また、教室に居づらさを感じ

た児童生徒が「ハートフルルーム」利用することで、心身の体調を整えて自分のペースを取り戻すことにも

活用することでき、不登校になることを未然に防止することができました。 

（２）児童生徒が自分の行けるときに出かけられる学校以外の居場所として、５月に、全ての地区公民館（三川・

駛馬・勝立・中央・三池・吉野・手鎌）に「サテライトスペース」を準備し、必要に応じて本市のスクール

ソーシャルワーカー（SSW）が運営しました。また、中央地区公民館においては、民間団体と協働し、毎月

第２～５月曜日の１４：００～１８：００に「ぱすてる」を運営して児童生徒を受け入れており、Ｒ６年度

は児童１０人、生徒１７人が利用しました。SSW を介して「ぱすてる」に集い、様々な学習や活動を行うこ

とができました。なお、「ぱすてる」は、子どもたち自身がネーミングしたものです。 

２ 伴走できる「人」の確保と「仕組み」づくり 

（１）児童生徒の心理面のサポートや相談対応の充実を図るため、県によるスクールカウンセラー（SC）の配置

時数に上乗せして、各中学校区に対し、SC を市独自に週当たり４時間配置しました。カウンセリングは、同

一児童生徒に対し継続して行うことが多いため、SC のスケジュールは毎週予約で埋まり、ハートフルルー

ムを利用する児童生徒を含めて心理的側面からの助言や支援を行うことができました。 

（２）各学校の「ハートフルルーム」に学習指導員を配置しました。小学校には週１０時間、中学校には１４時

間の配置を行い、県からの事業費補助の対象となっている小学校２校には週１８時間の配置を行いました。

学習指導員は、「ハートフルルーム」での支援はもとより、教室においても、不登校の兆候が見られる児童生

徒に対して、学級担任等と協働して支援を行うなど、不登校の未然防止にも努めました。 

（３）「サテライトスペース」の運営のコーディネーターとして、本市の SSW を配置しました。「サテライトス

ペース」では、保護者や学校関係者等との情報共有のもと、担当 SSW が、利用者一人一人に合ったプログ

ラムを考え、寄り添いながら対応しており、長い間家に引きこもっていた中学生が家の外に出て、担当 SSW
と一緒に活動する姿が見られました。また、７月から９月にかけて、中央地区公民館で「子ども支援サポー

ター養成講座」（全４回）が実施されるなど、部局を越えた連携を進めました。 

（４）７月３０日（火）に中友小学校において、福岡県スクールソーシャルワーカー協会副会長で本市のスクー

ルソーシャルワーカースーパーバイザーの高口恵美さん、市内のフリースクール「ソフィア」の伊藤由紀子

さんを講師として、不登校に関する研修会を行い、心理的安全性に関することや子どもが安心して自己を表

出できる環境づくりについて学びを深めました。この研修会には２５人の教職員が参加しました。また、毎

月開催される校長会や補導主事会において、市内の不登校児童生徒数について情報共有を図るとともに、そ

の対応について指導助言を行いました。さらに、本市の SSW の定例会や生徒指導主事会においても、不登

校児童生徒に関する情報交換や具体的な対応の手立ての提示などを行うことができました。 
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決 算 国 県 起債 その他 一般財源 

決算額 
（次年度への繰越 

26,626 
 

千円 

千円） 
3,117 1,185   22,324 

問題点及び課題 
「評価」欄に示すように、Ｒ６年度は不登校児童生徒の数を減少させることができましたが、依然として多い

状況が続いています。児童生徒一人一人の性格や家庭環境などの背景に目を向け、支援を継続していく必要があ

ります。 

また、幼少期をコロナ禍で過ごし、他人とのコミュニケーションや協力して取り組む活動の経験が不足してい

る児童生徒が見受けられるため、様々な場面をとらえてソーシャルスキルトレーニングを取り入れた指導を行っ

ていく必要があります。 

さらに、地域の中にも子どもたちの居場所づくりを推進している方や団体があるため、児童生徒及び保護者を

支援できるよう、関係部局と連携を深めていく必要があります。 

 

今後の方向性（具体策） 
不登校児童生徒をはじめ、すべての児童生徒が学びたいと思ったときに学べる環境を整えるため、校内教育支

援センターのさらなる充実を図るとともに、SSW や関係部局、関係機関等との連携を強化します。 

児童生徒に寄り添い、支援することができるよう、教職員のスキルアップを目的とした研修会の充実を図りま

す。 

 

評 価 
不登校児童生徒の数は、小学校ではＲ５年度が１４４人（不登校出現率２．９７％）であったことに対して、

Ｒ６年度は１３０人（同２．７１％）となり、１４人の減少（同０．２６ポイントの減少）、中学校ではＲ５年度

が３０６人（同１２．２％）であったことに対して、Ｒ６年度は２７２人（同１０．９％）と３４人の減少（同

１．３ポイントの減少）となり、改善傾向を得ることができましたが、指標である「不登校状態から、学びの場

に復帰した児童生徒の割合」は目標とした１００％に４．６ポイント届きませんでした。 

今後も、全ての児童生徒が学びにつながることができるよう努めます。 
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令和６年度重点事業の取組状況報告書 
（担当課：学校再編推進室、学校教育課、学務課） 

事業名 
学校再編整備推進事業 

 基本施策Ⅳ 学校教育環境の充実 

 主要施策１ 学校再編整備の推進 
 

目的 
市立学校においては、児童生徒数の減少により複式学級編制への対応や学習活動への特別な工夫を要する小規

模校が増加するなど、解決すべき課題が生じています。 

長期的展望に立ち、責任ある教育行政を確保するため、適正規模・適正配置の観点から学校再編整備を行うこ

とにより、各学校におけるクラス替えの実施、中学校の教科指導体制の充実、部活動の活性化など、児童生徒の

教育環境の向上を目指します。 

事業内容 
１ 大牟田市立学校適正規模・適正配置計画第２期実施計画（計画期間は R３～９年度。以下「第２期実施計画」

といいます。）の推進 

（１）橘中学校・田隈中学校（銀水小学校区）・甘木中学校（倉永小学校区）の再編 

R７年４月の新校開校に向けて、橘・田隈・甘木中学校再編協議会を運営し、校歌・校章の作成等、開校

に必要な事項を協議します。 

（２）歴木中学校・田隈中学校（羽山台小学校区・三池小学校区）・白光中学校（白川小学校区）の再編 

R７年４月の新校開校に向けて、歴木・田隈・白光中学校再編協議会を運営し、校歌・校章の作成等、開

校に必要な事項を協議します。 

（３）再編後の新校となる歴木中学校及び橘中学校の校舎等の施設整備を行うとともに、白光中学校の校舎等の

改修の実施設計を行います。 

（４）第２期実施計画を保護者、地域組織等に周知します。 

２ 上内小学校及び玉川小学校における小規模特認校制度の運用 

（１）小規模特認校制度を運用し、複式学級編制の解消など、課題への対応を行います。 

指標名 目標値等 R6 R7 R8 R9 R10 指標･目標値設定の根拠 
学校再編による教育
環境向上の満足度 
（R7・R9 白銀中学校
及び御木中学校） 

目標値（%） － 90.0 － 90.0 － 直近の中学校再編での生徒・保護
者・教職員アンケート結果（H27 宅
峰中学校：80.0％、H29 宮原中学
校:86.5%）を踏まえて設定 

実績値（%） －  －  － 

達成度（%） －  －  － 
 

取組実績 
１ 大牟田市立学校適正規模・適正配置計画第２期実施計画の推進 

（１）橘中学校・田隈中学校（銀水小学校区）・甘木中学校（倉永小学校区）の再編 

「橘・田隈・甘木中学校再編協議会」を運営し、白銀中学校の校歌、校章を決定する等、新校の開校に必

要な事項の協議を行いました。また、仮校舎となる田隈中学校の通学路の安全確保を図る観点から、Ｒ７年

度の在校生となる児童生徒全員を対象に通学方法と通学経路の調査を行うとともに、現地視察を行いまし

た。その際に確認できた危険箇所については、関係各所に改善の要望活動を行いました。その後も再編に向

けた準備を進め、Ｒ７年３月末に橘中学校、田隈中学校を閉校するとともに、白銀中学校の開校準備を完了

しました。 
（２）歴木中学校・田隈中学校（羽山台小学校区・三池小学校区）・白光中学校（白川小学校区）の再編 

「歴木・田隈・白光中学校再編協議会」を運営し、御木中学校の校歌、校章を決定する等、新校の開校に

必要な事項の協議を行いました。また、通学路の安全確保を図る観点から、Ｒ７年度の在校生となる児童生

徒全員を対象に通学方法と通学経路の調査を行いました。その後も再編に向けた準備を進め、Ｒ７年３月末

に歴木中学校、田隈中学校を閉校するとともに、御木中学校の開校準備を完了しました。 
（３）再編後の新校となる歴木中学校・橘中学校の施設整備及び白光中学校の校舎等の改修に係る実施設計 

旧橘中学校については、Ｒ５年度の入札不調を受け、スケジュールの見直しを行い、現在校舎、擁壁等の

工事を行いました。併せて、多目的棟や外構等の基本・実施設計を行いました。Ｒ８年度末までに施設整備

を完了するためには、短期間に集中して工事を行う必要があり、生徒・教職員の安全確保及び教育環境の充

実を最優先に考え、白銀中学校の仮校舎としてＲ７年４月からＲ９年３月まで旧田隈中学校を使用すること

としました。 
旧歴木中学校については、教室棟・体育館の改修工事が完了し、駐輪場整備、外構工事も概ね完了しまし

た。 
白光中学校については、校舎・体育館改修工事等に係る実施設計を行いました。 

（４）大牟田市立学校適正規模・適正配置計画第２期実施計画の保護者、地域組織等への周知 

第２期実施計画の周知を図るため、小・中・特別支援学校の児童生徒や幼稚園・保育園児の全保護者に計

画概要版を配布しました。また、再編に関係する１４小学校区のまちづくり協議会等の町内公民館や自治会

などに計画概要版の回覧の依頼を行うとともに、関係機関等に計画の説明等の周知を行いました。 

２ 上内小学校及び玉川小学校における小規模特認校制度の運用 

上内小学校及び玉川小学校において小規模特認校制度を運用し、複式学級の解消・回避に努めるとともに、

引き続き、学校教育の充実と活性化を図るため、保護者や地域の理解を得ながら取り組みました。また、小規

模特認校制度の市民への周知を図るとともに、「広報おおむた」等で入学児童の募集を行いました。 
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決 算 国 県 起債 その他 一般財源 

決算額 
（次年度への繰越 

673,846 
984,208 

千円 
千円） 

129,577 4,688 454,300  85,281 

問題点及び課題 
学校再編の推進に当たっては、適正規模・適正配置の考え方に加え、保護者や地域及び学校関係者の理解・協

力を得ることが重要です。そのためには、定期的に計画の周知や地域説明会を行い、保護者等の関係者の意見を

聞いた上で、子どもたちのより良い教育環境を整備していく必要があります。 

また、再編後の白銀・御木中学校の関係者等にアンケート調査を実施し、再編の効果を検証する必要がありま

す。 

 

今後の方向性（具体策） 
白銀・御木中学校の生徒、保護者、教職員にアンケート調査を実施し、学校再編の効果や課題の検証を行いま

す。また、大牟田市立学校適正規模・適正配置計画第２期実施計画について、引き続き保護者や地域等に内容の

周知を行うとともに、Ｒ７年度に「白光・甘木中学校再編協議会」を設置し、Ｒ９年４月の新校の開校に向けて、

校名案の選考、通学路の安全対策、学校施設整備・備品の要望等について協議します。 

施設整備について、旧歴木中学校は、駐輪場整備、外構整備が一部Ｒ７年度に残りましたが、Ｒ７年４月には

完了予定です。旧橘中学校は、Ｒ７年度も継続して校舎増築及び擁壁築造工事を行います。また、体育館の新築

工事や校舎の第２期工事、旧体育館の解体工事及び多目的棟新築工事に着手します。白光中学校は、Ｒ７年度に

校舎改修工事（第１期）及び体育館改修工事等に着手します。 

また、上内小学校及び玉川小学校については、小規模特認校制度の運用により複式学級の解消に努めており、

検証結果や適正配置の観点などを踏まえ、今後も引き続き小規模特認校制度を継続していきます。上内小学校で

は、Ｒ６年度は５・６年生で複式学級が発生しましたが、Ｒ７年度には解消する予定です。 

 

評 価 
大牟田市立学校適正規模・適正配置計画第２期実施計画に基づき、第１段階である橘・田隈・歴木中学校の再

編を行いました。引き続き第２段階である白光・甘木・白銀・御木中学校の再編に向けた準備を進めます。 
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令和６年度重点事業の取組状況報告書 
（担当課：指導室、人権・同和教育課） 

事業名 
人権・同和教育・啓発推進事業 

 基本施策Ⅴ 人権に関する教育・啓発の推進 

 主要施策１ 人権・同和教育の推進 
 

目的 
学校、家庭、地域、職場など日常生活のあらゆる場を通して、市民一人ひとりが人権・同和問題を自らの課題

として捉え、人権・同和問題に対する理解と認識を深めながら、「差別をしない」から「差別をなくす」取組を

進めていくことにより、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指します。 

事業内容 
１ 市立学校において、学校教育活動全体を通した人権・同和教育を推進します。 

（１）市立学校において、人権・同和教育の全体計画を作成し、大牟田市人権・同和教育カリキュラム等を活用

しながら、児童生徒の実態に応じた人権・同和教育が行われるよう支援します。 

（２）市立学校において、授業による校内研修会が計画的に実施されるとともに、大牟田市人権・同和教育研究

実践交流会への参加等を通した教職員研修が行われるよう支援します。 

（３）福岡県教育委員会や福岡県人権・同和教育研究協議会等が主催する研究会への教職員の参加を促進します。 

２ 「第２次大牟田市人権教育・啓発基本計画」に基づき、市民の人権・同和問題に対する理解と認識を深める

ための学習・啓発事業を実施します。 

（１）福岡県同和問題啓発強調月間（７月）の趣旨を踏まえて、「人権・同和教育講演会」を開催します。 

（２）福岡県同和問題啓発強調月間（７月）及び人権週間（１２月４日～１０日）の期間中に市内商業施設等に

おいて、市・県関係者、人権擁護委員等による人権啓発のための街頭啓発活動を実施します。 

（３）人権意識の向上のため、地区公民館において「人権学習会」を開催します（４回を予定）。 

（４）職場で行われる研修会等に講師を派遣するほか、ホームページにより各種啓発事業や地域や職場での学習

を支援するための啓発資料（ＤＶＤや図書等）の案内を行うとともに、「広報おおむた」や「愛情ねっと」等

に啓発記事や啓発事業の案内を掲載するなど、情報提供の充実を図ります。 

指標名 目標値等 R6 R7 R8 R9 R10 指標･目標値設定の根拠 

大牟田市人権・同

和教育カリキュラ

ムの活用実績 

目標値（%） 100 100 100 100 100 全ての市立学校で、大牟田市人権・同
和教育カリキュラムを活用した授業
研究会を実施することを目標としま
す。 

実績値（%） 100     

達成度（%） 100     
 

取組実績 

１ 市立学校において、学校教育活動全体を通した人権・同和教育を推進します。 

（１）全市立学校が人権・同和教育の全体計画を作成しました。また、大牟田市人権・同和教育カリキュラム等

を活用し、児童生徒の実態に応じた人権・同和教育を実施しており、教育委員会はその支援を行っています。 

（２）全市立学校が授業による校内研修会を計画的に実施しています。また、８月２１日（水）には、大牟田文

化会館において、大牟田市人権・同和教育研究実践交流会を開催し、その参加を通した教職員研修を行いま

した。実践交流会においては、教職員が各自で、人権・同和教育に関わるレポートを作成し、校内でそのレ

ポートをもとに協議を行い、人権・同和教育の推進についての共通認識を持つ場を設定しました。 

（３）適宜、福岡県教育委員会や福岡県人権・同和教育研究協議会等が主催する研究会の開催について周知を行

い、７月２５日（木）に福岡市民会館で行われた県の研修会には全市立学校から担当者等が参加しました。 

２ 「第２次大牟田市人権教育・啓発基本計画」に基づき、市民の人権・同和問題に対する理解と認識を深める

ための学習・啓発事業を実施します。 

（１）福岡県同和問題啓発強調月間（７月）にあわせて、７月２０日（土）に大牟田文化会館において、熊本県

人権教育研究協議会会長の森山資典さんを講師に招き、「なかまをつくる部落にうまれて」と題して、人権・

同和教育講演会を開催しました。なお、開催に関する市民周知は、報道発表や「広報おおむた」のほか、市

ホームページや SNS 等（愛情ねっと、市公式フェイスブック、市公式 LINE）を活用しました。 
（２）福岡県同和問題啓発強調月間（７月）にあわせて、７月１６日（火）に「ゆめタウン大牟田」において、

市長・議長・教育長をはじめ市・県関係者及び人権擁護委員等による人権啓発のための街頭啓発活動を実施

しました。また、人権週間（１２月４日～１０日）にあわせて、１２月１０日（火）に街頭啓発活動を実施

しました。 

（３）人権・同和問題に対する正しい認識と理解を深めるため、６月２８日（金）、１０月１８日（金）、１１月

１５日（金）、Ｒ７年２月１４日（金）に地区公民館や小学校において、「部落差別について考える」と題し

て、大牟田市人権・同和教育研究協議会の研究員を講師に人権学習会を開催しました。なお、開催に関する

市民周知は、報道発表や「広報おおむた」のほか、市ホームページや SNS 等（愛情ねっと、市公式フェイス

ブック、市公式 LINE）を活用しました。 

（４）啓発用ＤＶＤについては、貸出しを４０件行い、企業の職場等における自主研修に活用されました。また、

企業の職場等における研修会には、講演依頼等に基づき３４回の講師派遣を行いました。 
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決 算 国 県 起債 その他 一般財源 

決算額 
（次年度への繰越 

244 
 

千円 

千円） 
 121   123 

問題点及び課題 
各学校において人権・同和教育カリキュラムを実践する際には、児童生徒の実態に応じて、同じ中学校区の小

学校同士や小学校と中学校が連携して取組を進め、一連の学習内容の積み上げの関連が図れるように実践を進め

る必要があります。 

人権や同和問題等に対する市民の理解と認識を深めるためには、初めて参加する人の割合を増やすことが重要

となってきます。講演会等のアンケート結果において、初めて参加した人の割合は、人権・同和教育講演会は１

２．７％（前年比３．６％増）、人権連続講座では１７．２％（前年比４．２％増）となっており、増加傾向にあ

ります。 

 

今後の方向性（具体策） 

今後も、人権・同和教育のさらなる充実に向けて、児童生徒に正しい認識と差別をなくそうとする態度を確実に身

に付けさせるため、各学校にカリキュラムを確実に実施するとともに、夏季講座や実践交流会における研修の充実を

図ります。 

諸啓発事業を開催するには、その趣旨を踏まえ、深く掘り下げた内容とする一方、誰もが気軽に参加でき、分かり

やすく身近な問題をテーマとして、広く市民を対象として開催することも重要となってきます。そのためには、周知

方法についても、広報おおむたや市ホームページ、広告モニターのほか、愛情ねっと、公式 LINE 等の活用、地域コ

ミュニティ連絡会議を通じて各種団体に直接働きかけを行うなど、広く周知、啓発していきます。 

 

評 価 

全ての市立学校で、人権・同和カリキュラムに沿って授業研究会が実施されており、今後、さらなる充実に向け

て各種研修会を実施していきます。 

参加者アンケートによる醸成度は、人権・同和教育講演会、人権連続講座ともに９割を超えており、講演会等の

内容は参加者に伝わったものと思われます。 

今後も、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指して取り組んでいきます。 
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【基本施策Ⅰ】社会的自立の基盤となる資質や能力の育成 

義務教育９年間を見通した系統性・連続性のある指導により、児童生徒に「確かな学力（知）」、

「豊かな心（徳）」、「健やかな体（体）」をバランスよく育成し、社会において自立的に生

きるための基盤となる資質や能力を培います。 

 

主要施策１ 確かな学力の育成                                                         

児童生徒一人一人の学力の状況に応じたきめ細かな指導の充実を図り、基礎的・基本的な知識

及び技能を確実に習得させるとともに、思考力、判断力、表現力等や、粘り強く学習に取り組む

態度を育成します。また、ＩＣＴを活用し、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図

ります。 
 

【主な事業】 

○教育研究事業〔指導室〕 

（１）国、県、市の指定研究 

県、市等の研究指定校で学習指導要領の趣旨に沿った指導内容・方法に関する実践的な

研究に取り組み、その結果を各学校に広げました。 

市研究指定校（研究指定は３年間） 

学 校 名 研 究 主 題 教科・領域等 

白川小学校 

（３年次） 

目的に応じて自分の考えを明確に表現する力を高める学習指導 

～考えを可視化し、再構成する活動を通して～ 
学校経営 

橘中学校 

（３年次） 

生徒一人一人の自己肯定感を高める学習活動の展開 

～ソーシャルスキルに基づいた居場所づくりを通して～ 
生徒指導 

高取小学校 

（２年次） 

未来に向けて生きる力を育む特別活動の創造 

～学級・学校・自分づくりに参画するＡＡＲサイクルを通して～ 
特別活動 

松原中学校 

（２年次） 

成長期における望ましい生活（食）習慣を身につけた生徒の育成 

～家庭と連携した「早寝・早起き・朝ご飯」の取組を通して～ 
食育 

羽山台小学校 

（1 年次） 

見方・考え方を働かせ、想像的に読む子供を育てる国語科学習指導 

～文学的文章 の「言葉」にこだわる言語活動通して～ 
国語 

白光中学校 

（１年次） 

安心して自己表現ができる居場所づくり 

～自分の言葉で表現する言語活動を通して～ 
生徒指導 

（２）教育調査（標準学力検査等） 

基礎基本の確実な定着を図る教育課程の編成と実施のため、教育調査を行いました。 

①全国学力・学習状況調査 

（調査対象 小６：国語・算数、中３：国語・数学） 

②全国体力・運動能力、運動習慣等調査（調査対象 小５、中２）※本市は全学年で実施 

③福岡県学力調査（調査対象 小５：国語・算数、中１・２：国語・数学） 

④大牟田市学力調査 

（調査対象 小３～小６：国語・算数、中１・２：国語・社会・数学・理科・英語） 

（３）教職員研修会の開催 

①市教科研究委員会等の研修として、授業研究会（教育講座）を開催しました。 

②市内小・中・特別支援学校の校内研修会に指導主事を派遣して、新学習指導要領に基づ

く学習指導について指導・助言を行いました。 
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③市教育研究所の教育講座は、管理職・教員を対象に以下の研修会を実施しました。 

○研究構想の基本的な構成               ６月 ６日（木） 

○メリハリのある学級経営のコツは？          ６月１７日（月） 

○誰でも使えるグーグルのサービスで働き方改革！    ６月２８日（金） 

○研究の検証について                 ７月２５日（木） 

○児童生徒が主体的に学ぶ授業づくりのコツは？     ７月３１日（水） 

○ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の基本的な考え ７月３１日（水） 

○検証授業の具体的な進め方     ８月２９日（木）・１０月３日（木） 

○授業力アップ講座（中学校）             ９月～１１月 

○配慮を要する子どもへの接し方、見取り方       ９月２７日（金） 

○身につけよう応対マナー              １０月２９日（火） 

○プレゼンテーションの基本的な構成         １２月 ５日（木） 

④教育研究所研究員による研究について、８月に２年次中間報告会、１年次研究構想報告

会、２月に研究報告会を開催し、その成果を各学校へ広めました。 

（４）教育論文の募集と表彰 

大牟田市主催教育論文及び福岡県教育論文（教育論文、教育実践）を募集し、個人また

は共同研究の充実に努めています。 

市論文に１２件の応募があり、Ｒ７年２月１７日（月）に表彰式を行いました。 

（５）実践事例集・研究紀要の作成 

学校経営、学校指導等の充実に資するため、研究成果をまとめ、以下の教育資料を作成

しました。 

①教育研究所研究紀要 ②ＥＳＤ実践事例集 

（６）科学技術教育振興事業 
有明工業高等専門学校との連携事業に取り組み、科学技術教育の振興を図りました。 

①小中学校対象事業（出前授業）   ５講座実施 

②教職員対象研修事業        ２講座実施 

③その他の連携           ９件実施 

 

●学力ブラッシュアップ推進事業〔指導室〕（１５・１６ページ参照） 

 

●小中一貫教育推進事業〔学校教育課〕（１７・１８ページ参照） 

 

○きめ細かな学習指導充実事業〔学校教育課〕 

（１）小学校全学年の３５人以下学級編制 

小学校では、Ｒ６年度までは法に基づく３５人以下学級編制の対象ではなかった６年生

について、県からの加配教員４人を学級担任として活用し、４校で本市独自の３５人以下

学級編制を行いました。これにより、全小学校の全学年で３５人以下学級編制となりまし

た。 

（２）中学校の学校実態に応じた弾力的な３５人以下学級編制 

中学校では、学校の実態に応じ、弾力的に３５人以下学級編制を行うこととしています

が、Ｒ６年度に３５人以下学級編制を行った学校はありませんでした。 

（３）少人数授業推進のための非常勤講師の派遣 

習熟度別や課題別学習などの少人数授業を実施する場合や、学校が特に学力向上が必要

と判断した教科がある場合に、非常勤講師を派遣（小学校１０校に１１人、中学校６校に

１０人）し、個に応じた学習指導を充実させ、学力の向上を図りました。 
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（４）夜間中学への非常勤講師の派遣 

夜間中学「宅峰中学校ほしぞら分校」の授業の充実を図るため、非常勤講師を２人配置

しました（教科：美術科、音楽科）。 

（５）学校支援スタッフの配置 

教員が授業や教材研究等に注力できるよう、教員の業務を支援する学校支援スタッフを

各学校に１人配置しました。 

 

○学校ＩＣＴ活用推進事業〔指導室、学校教育課〕 

（１）デジタル教科書や教育支援ソフト等の活用 

デジタル教科書（小学校全学年の国語・算数、中学校全学年の英語）を活用し、文字の

書き込みや音声の再生ができるなどの特性を生かした授業を展開しました。 

一人ひとりの学力実態に応じて学習を進めることができるデジタルドリルを導入し、授

業や家庭学習等において活用することで、基礎学力の定着に努めました。 

学習支援ソフトの機能の一つである学習ログを活用した学習や協働的な学びの実現に努

めました。 

（２）教職員研修会の開催 

タブレット端末を効果的に活用した授業づくりについて、研修会を実施し、個別最適な

学びと協働的な学びの一体的推進に努めました。 

（３）ヘルプデスクや学校ＩＣＴ支援員による教職員サポート 

各学校でのＩＣＴの活用が円滑に進むよう、業者委託により、タブレット端末等の操作

支援や障害発生時の対応等（ヘルプデスク業務）を行うとともに、タブレット端末等の操

作研修を実施しました。 

 

○学力向上推進事業〔指導室〕 

（１）各学校の学力向上プランの促進 

各学校は、自校の各種調査結果を分析し学力向上プランを作成しました。各学校へ指導

主事を派遣するなどして、学力向上プランの効果的な実施に向け、指導内容・指導方法・

指導体制等の在り方について指導助言を行いました。 
（２）小・中学校における「授業づくりガイドブック」の活用 

小学校、中学校用の「授業づくりガイドブック」を研修会や教材研究において活用し、

授業改善に努めました。 

（３）研修会の実施等 

県の「ふくおか学力向上推進事業」において、南筑後教育事務所と連携し、学力向上に

係る理論研修や授業研修において指導助言を行い、教員の学習指導力の向上を図りました。 

また、夏季休業中に、大学や附属小学校で活躍されている講師を招聘し、小学校国語科、

算数科の特別講座を開催しました。 

 

○外国語教育推進事業〔指導室〕 

（１）小学校へのＡＬＴ・ＬＧＴ、中学校へのＡＬＴの派遣 
小学校にＡＬＴ（外国語指導助手）やＬＧＴ（外国語講師）を、中学校にＡＬＴを派遣

し、授業や教職員研修の支援を行いました。また、英語教育担当者を中心に、小学校で教

科化された英語教育への対応や、小学校から中学校の英語教育への小中連携についての教

職員対象の各種研修会等を開催しました。 
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【成果指標の達成状況】 

指標名 項目 R6 R7 R8 R9 R10 目標値設定の考え方 

全国学力・学習状

況調査の標準化

得点 

目標値 
国・算（数）
での前年
比向上 

同左 同左 同左 同左 
小学 6 年生と中学 3 年生を対
象とする全国学力・学習状況
調査で毎年度実施される国
語・算数（数学）の標準化得
点が前年度より向上すること
を目標とします。 
［現状値：小の算数のみ達成
（R4 年度実績）］ 

実績値 未達成     

達成度 
（％） 

0     

 

【指標達成度に対する要因分析】 

指標である小学６年生と中学３年生を対象とする全国学力・学習状況調査で毎年度実施され

る国語・算数（数学）の標準化得点は、Ｒ５年度を上回ることはできませんでした。 

国、県、市の学力調査等の結果によれば、記述式問題や活用問題において課題が見られます。

また、いずれの教科・区分においても学力上位層が少なく、学力低位層が多い傾向にあります。 

各学校においては、年度当初に学力向上プラン、学力向上ロードマップを作成し、各校の課

題解決に向けてＰＤＣＡの検証改善サイクルを回しながら取り組んできましたが、十分な成果

を得ることができませんでした。そこで、成果指標と取組指標を全職員で共通理解・共通実践

して、各校の課題解決に向けた取組の充実を図り、令和３年１月中央教育審議会答申「『令和

の日本型学校教育』の構築を目指して」に示されている「個別最適な学びと協働的な学び」を

一体的に推進し、主体的・対話的で深い学びに実現に努めます。 

また、全国学力・学習状況調査の結果によれば、「自分にはよいところがありますか」につ

いて、小学校、中学校ともに全国と比較して低い傾向がみられ、学習活動の基盤、原動力とな

る自尊感情や粘り強さ、自らを律する力等の非認知能力を全教育活動を通して育んでいくこと

が課題となっています。さらに、スマートフォン等で動画を視聴したりゲームをしたりする時

間が全国平均よりも長く、学力向上に向けてネガティブな要素となっているだけでなく、基本

的生活習慣の定着の上でも課題となっています。 

 

【今後の方向性】 

個別最適な学びと協働的な学びを一体的に推進し、「主体的・対話的で深い学び」を各学校

が実践できるよう、授業研究会や教育講座等の教職員研修を実施するとともに、指導主事を全

ての学校に派遣し、更なる授業改善を進めます。また、教育研究所における若手教員のグルー

プによる授業の進め方に関する研究などを通して教師力の向上を図るとともに、教員間のネッ

トワーク構築に資する取組を行います。 

児童生徒の「個別最適な学び」を進めるため、タブレット端末で利用できるドリル教材を授

業や家庭学習で活用し、基礎的・基本的な知識及び技能の習熟を図ります。また、学習支援ソ

フトを有効活用した授業づくりを進めます。 

小・中学校が実施する補充学習や強化学習に「スタディサポーター」を派遣し、個に応じた

きめ細かな指導が行えるよう支援します。 

各学校や小・中学校の連携のもと中学校区単位で行われる家庭学習習慣の定着の取組を支援

します。 

県の学力向上強化市町村の取組とも関連させ、学力調査で測定できる学力の向上とともに、

全ての教育活動を通して、また、家庭と連携しながら非認知能力の向上にも努めます。 

このような取組を通して、学力調査における平均点の向上とともに、学力を向上させた「個

の人数」の増加を目指します。 
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主要施策２ 豊かな心の育成                                                           

道徳教育やさまざまな体験活動、読書や鑑賞の活動などの充実を図り、規範意識や他人を思い

やる心情、自然や文化を大切に思う心情や豊かな情操を育成します。 
 

【主な事業・取組】 

○道徳教育の充実〔指導室〕 

各学校では、道徳教育は、各学校の年間指導計画に基づき、道徳科学習を要としながら、

全教育活動を通して行っています。その際、児童生徒の体験と関連させることや、教材や福

岡県の人権教育指導資料「かがやき」、「あおぞら」等を有効活用するよう指導しました。 

 

○「思いやり・親切」応援隊子どもプロジェクト事業〔指導室〕 

（１）児童会・生徒会リーダーミーティングでの各学校の取組の交流等 

７月から８月にかけて、中学校区単位で１回目の「児童会・生徒会リーダーミーティン

グ」を開催し、児童会・生徒会の代表児童生徒が、挨拶運動やメルシーアーチに係る取組

の交流や「思いやり・親切」についての意見交換を行いました。２回目の「児童会・生徒

会リーダーミーティング」も中学校区単位で１２月からＲ７年１月上旬に開催し、各学校

の８月以降の児童生徒主体の「思いやり・親切」に係る取組の交流と１月以降の取組につ

いての話し合いを行いました。 

（２）各学校独自の取組や全学校共通の取組 

各学校では、「あいさつ運動」「よいところ探し」「仲良し集会」等を工夫して実施したり、

友だちを大切にする標語とポスターを作成したりしました。 

（３）大牟田市教育力向上推進大会での発表 

Ｒ７年１月に開催した大牟田市教育力向上推進大会で代表児童生徒が大牟田市の全学校

の「『思いやり・親切』応援隊子どもプロジェクト」の取組を発表し、市民への啓発を行い

ました。 

 

○おおむた郷土愛育成事業〔指導室〕 

（１）子ども大牟田検定（入門編・基礎編・上級編）の実施 

郷土大牟田のよさを児童生徒が知ることができるよう、大牟田の自然や文化、伝統など

の「大牟田の宝もの」に関する子ども大牟田検定を２回実施しました。 

なお、Ｒ４年度の２回目（通算２４回目）からは、二次元コードやタブレット端末を活

用し、オンラインで実施するとともに、端末にスタディログ（学習履歴）が残るようにし

ています。 

学校種、学年等 
検定の

種類 

受検者数（人） 

１回目（通算２７回目） 

９月６日（金） 

２回目（通算２８回目） 

Ｒ７年１月１７日（金） 

小学校 

１・２年生 入門編 － 1,340 

３～６年生 基礎編 2,542 2,382 

５・６年生の希望する者※ 上級編 614 513 

小  計 3,156 4,235 

中学校 

全学年（基礎編・上級編の

どちらかを選択） 

基礎編 1,235 829 

上級編 932 1,267 

小  計 2,167 2,096 

合  計 5,323 6,331 
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※小学校５・６年生は、基礎編・上級編のどちらか一つだけ受検できる。 

※児童生徒のほか、３２１人の大学生や市民も受検した。 

 

○小中学生伝統文化等体験事業〔指導室〕 

（１）児童生徒の伝統文化体験の支援 

生涯学習課と連携し、音楽や総合的な学習の時間における伝統文化の学習において、学

校へボランティア講師を派遣し、児童生徒の体験学習を支援しました。小・中・特別支援

学校の児童生徒は、押し花や茶道、華道等を体験し、日本の伝統的な文化のよさを実感す

ることができました。 

（２）各学校の読書活動における郷土出身作家作品の紹介・奨励 

各学校が実施する読み聞かせ活動や読書週間等の中で、本市出身の絵詞作家である内田

麟太郎氏の作品を取り上げ、紹介する等の取組を行うよう周知を図りました。 

 

○読書活動推進事業〔指導室・学務課〕 

（１）読書感想文コンクールの実施〔指導室〕 

児童生徒の読書活動を推進する取組の一つとして、読書感想文コンクールを行いました。

自由図書部門と併せ、Ｈ２９年度から引き続き、本市出身の絵詞作家である内田麟太郎氏

にちなんだ「内田麟太郎部門」を設けました。３月に読書感想文の優秀作品を冊子にまと

め、各学校や入選した児童生徒等に配布しました。 

（２）学校図書館への司書配置の充実〔学務課〕 

読書活動の推進をはじめとする学校図書館機能の更なる充実を図るため、専ら学校図書

館の職務に従事する職員として、司書の資格又は司書教諭の資格を有する者を配置してい

ます。 

 

○児童生徒の作品展〔指導室〕 

（１）理科展 

夏休みの自由研究として小・中・特別支援学校から昆虫植物採集・理科作品研究物等の

中から優れた作品が出品され、８月３１日（土）～９月５日（木）に大牟田文化会館にお

いて理科展を開催しました。小学校３４８点、中・特別支援学校１３３点、合計４８１点

の出品がありました。 

（２）小・中・特別支援学校合同作品展 

各小・中学校から絵画・版画・彫塑・工作・デザイン・工芸等の作品が、特別支援学校

から児童生徒が日常の学習で制作した作品や日常生活の写真などが出品され、Ｒ７年２月

１４日（金）～１８日（火）に大牟田文化会館において作品展を実施しました。 

 

○自然体験・社会体験授業の充実〔指導室〕 

（１）野外活動宿泊体験、職場体験等の実施 

小学校全校において、７月から８月にかけて野外活動宿泊体験学習を実施しました。ま

た、特別支援学校は、高等部で野外活動宿泊体験学習を実施しました。 

中学校における職場体験学習については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オ

ンライン等で実施していましたが、Ｒ６年度から職場体験学習を本格的に実施できました。 

さらにＲ６年度は、大牟田市立地企業会及び産業振興課による「中学生企業見学会」が

実施されました。甘木中学校１年生（８４人）が９月に、歴木中学校（７２人）がＲ７年

１月に、それぞれ１０人程度のグループに分かれて企業を訪問し、体験活動や質疑応答を

通して企業について学ぶことができました。また、生徒自身の勤労観や職業観、生き方を



 33 

見つめる機会となりました。 

 

○非行防止教室推進事業〔指導室〕 

（１）万引き防止、薬物乱用防止教室等の全校での実施 

規範意識の醸成のため、各学校において外部指導者を活用し、非行防止教室として、万

引き防止教室、シンナー薬物乱用防止教室、情報モラル学習等に取り組むよう指導助言を

行いました。 

（２）スマートフォンやＳＮＳに関する指導の実施 

４月と７月の校長会で、Ｈ２７年１１月に策定された大牟田市「児童生徒の携帯電話等

の利用に関する指針」について再周知し、学校を通して保護者等への啓発を図りました。

１１月に携帯電話やスマートフォンの使用に関する啓発資料を学校へ配布し、児童生徒並

びに保護者等への啓発を行いました。 

各学校においては、低学年から発達段階に応じて情報モラルについて指導しました。そ

の際、文部科学省で作成した指導モデルカリキュラムや指導事例を紹介する教員向け・Ｗ

ｅｂサイト等を利用したり、規範意識教室等を開催したりして、スマホやＳＮＳとの関わ

り方や危険性について、児童生徒に指導しました。 

 

○中学校の部活動の活性化〔指導室〕 

（１）中学校連合音楽会の開催 

１０月３日（木）に大牟田文化会館において各中学校が吹奏楽演奏を行いました。 

 

【成果指標の達成状況】 

指標名 項目 R6 R7 R8 R9 R10 目標値設定の考え方 

児童生徒の規範意識 目標値
（％） 

95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 
人の気持ちがわかる人間にな
りたいと答えた児童生徒の割
合について、現状値を踏まえ
95.0％以上を目指します。 
［現状値：96.8%（R4 年度実
績）］ 

実績値
（％） 

95.8     

達成度
（％） 

100.8     

 

【指標達成度に対する要因分析】 

規範意識を育むためには、道徳科の授業はもとより、全教育活動を通して、適宜、教師によ

る指導や児童生徒の主体的な対話活動を取り入れていく必要があります。「思いやり・親切」

応援隊子どもプロジェクト事業を通して、児童生徒が児童会・生徒会を中心に、主体的に楽し

い学校・いじめのない学校づくりのための取組を考え、行動する姿が見られるようになりまし

た。また、学校行事や地域と連携した様々な体験活動など、豊かな心を育む教育活動を進めた

結果、教師と児童生徒、児童生徒相互の共感的な人間関係づくりが進みました。これらの事業

を通して、学校生活における支持的風土が高まり、その結果、今まで以上に周りの友達やより

よい学校づくりのために何が大切かを考え、人の気持ちが分かる人になりたいと思う児童生徒

の割合の目標値の達成ができたものと考えます。 

各学校では、児童生徒の発達段階を踏まえ、ＳＤＧｓ／ＥＳＤの一環として地域の特色に応

じた郷土学習を実施しました。その中で、子ども大牟田検定の実施に向けて、「子ども大牟田

検定ガイドブック」を授業や家庭学習でも取り上げました。また、総合的な時間の学習で地域

のよさに触れ課題を見つけ、課題解決を図る学習をとおして、地域を知り、地域のために行動

し、地域を誇りに思う児童生徒の育成を目指す等、郷土学習の充実を図りました。 
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【今後の方向性】 

今後も、様々な教育活動において、児童生徒の主体的な対話活動を促進し、「思いやり・親

切」応援隊子どもプロジェクト事業の一つである児童会・生徒会リーダーミーティングの推

進・充実を進めるとともに、各中学校区単位で、「思いやり・親切」に関するキャンペーンや

「友だち応援隊」に係る取組の継続を図ります。また、読書活動や各種体験活動の充実、児童

生徒の作品展等の開催、非行防止教室等の実施を通して、児童生徒の規範意識を高める取組の

更なる充実を進めていきます。 

今後も、ＳＤＧｓ／ＥＳＤの取組において、地域素材を教材化し、発達段階に応じた郷土学

習の実施を進めることをとおして、児童生徒が、様々な人と協働して課題を解決していく喜び

を味わい、社会参画意識を育むとともに、地域社会に貢献するために必要な自尊感情や思いや

りの心を育成します。
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主要施策３ 健やかな体の育成                                                         

学校教育活動全体を通じて、保健教育、学校保健の充実を図るとともに、日常から運動に親し

む児童生徒の増加を図るなど、体力向上に向けた取組を進めます。また、地域や家庭との連携に

より、学校給食・食育の充実を図り、基本的生活習慣が身に付いた心身ともにたくましい児童生

徒を育成します。 
 
【主な事業】 

○体力向上推進事業〔指導室〕 

（１）体力向上プランの促進 

各学校は自校の児童生徒の体力・運動能力、運動習慣等の実態を分析し体力向上プラン

を作成しました。校長会や担当者会等を通して各学校の体力向上プランの取組が組織的・

効率的に実施できるよう指導助言を行いました。 
（２）小学校地区競技会 

①５月にリレー大会を各学校で開催し、４・５・６年生が参加しました。 

②１０月～Ｒ７年１月に中学校区ごとのソフトバレーボール大会を開催し、６年生が参加

しました。 

（３）中学校体育連盟の競技会（スポーツ推進室と連携） 

①７月に中体連夏季市内大会を市内の各会場で開催しました。 

②９月に新人大会を市内の各会場で開催しました。 

③１０月に駅伝の市内大会を諏訪公園で開催しました。 

④Ｒ７年１月に中学校体育連盟による市内駅伝新人大会を開催しました。 

 

○子ども大牟田体力検定推進事業〔指導室〕 

（１）体力向上チャレンジカード等の活用 

５月に「体力向上チャレンジカード」と「検定カード」を全児童生徒に配布し、日常的

に運動に取り組めるようにしました。 

（２）子ども大牟田体力検定の実施 

全ての学校において、子ども大牟田体力検定を実施し、児童生徒の到達度合いに応じ、

体力認定証を配布しました。 

（３）小・中学校体育科研究会との連携 

小・中学校体育科研究会と連携して、８月に全小・中学校の児童生徒の体力テストの結

果（各学校５月から７月に実施）を分析し、必要に応じて９月以降の体力検定の行い方や

内容を見直すとともに、Ｒ７年２月に次年度の体力検定の行い方や種目等の検討を行いま

した。 

 

○健康教育推進事業〔指導室〕 

（１）生活習慣病予防・喫煙防止・薬物乱用防止教育等の実施指導 

各学校において、生活習慣病予防・喫煙防止・薬物乱用防止等を教育課程に位置付けて

実施するよう指導しました。 

 

○食育推進事業〔学務課、指導室〕 

（１）食育推進校に係る取組〔指導室〕 

Ｒ６年度は大正小学校を推進校に指定し、食育に関する理論研究や実践した内容を市内

の各学校に啓発・普及することによって、本市の食に関する教育の充実に努めました。同

校では、「心豊かなくらしにつながる食育指導」を研究主題に掲げ、家庭・地域と連携した
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農業体験を通して、教科・領域と関連させた食育を推進するとともに、松原中学校や同校

のＰＴＡと連携した取組では、家庭の食生活の実態を把握し、啓発することができました。 

また、食に関する取組の啓発用リーフレット等を作成し、Ｒ７年３月に市内の各学校に配

布しました。 

（２）早寝早起き朝ごはん運動推進校に係る取組〔指導室〕 

Ｒ６年度は松原中学校を推進校に指定し、早寝早起き朝ごはん運動に関する実践した内

容を市内の各学校に啓発・普及することによって、本市の食に関する教育の充実に努めま

した。同校では、食育教室や食を通した国際理解教育、生徒会による給食残食ゼロ運動や

朝ごはん調査、教科等における指導に取り組みました。１０月３０日（水）に食育研究発

表会を開催し、公開授業を行うとともに、研究報告や講演会を開催しました。また、食に

関する取組の啓発用リーフレット等を作成し、Ｒ７年３月に市内の各学校に配布しました。 

（３）学校給食への地場産物の使用促進と食育の啓発推進〔学務課〕 

地場産物の使用促進を図るため、福岡県産や大牟田産、南関産の青果物を積極的に取り

入れました。食育の啓発については、小学校の保護者に対し「もぐもぐ通信（食育通信）」

と「給食だより」を交互に年１１回、中学校では「食育通信」を年１１回発行し、朝食の

重要性や食生活に関すること、学校給食とＳＤＧｓの関わり、給食レシピの紹介などを行

いました。 

（４）学校給食週間等の開催〔学務課〕 

学校給食週間（Ｒ７年１月２５日（土）～２月２日（日））では、イオンモール大牟田に

おいて児童生徒のポスター・標語作品展を開催し、各小学校や中学校給食センターにおい

て地域の方々等を招いた給食試食会を行いました。また、Ｒ４年度から引き続き、農林水

産課と連携し、児童生徒を対象とした学校給食レシピコンテスト（大牟田産の農作物を使

ったおかず部門、高菜部門）を実施し、入賞作品は市内の協力店において販売されました。 

（５）中学校給食センターを活用した食育の啓発〔学務課〕 

中学校給食センターにおいて、学校給食を通した食育の啓発を推進するため、小中学校

のＰＴＡ等を対象に施設見学と栄養教諭による講話を含めた給食試食会を実施しました。 

 

○中学校給食事業〔学務課〕 

（１）中学校給食センターの管理運営 

   学校給食法に基づき、生徒の心身の健全な発達に資する安全でおいしく楽しい給食を将

来にわたって円滑に実施するため、中学校給食センターの管理運営を行うとともに、献立

作成をはじめとする学校給食会の運営業務等を行いました。 

 

○小学校給食事業〔学務課〕 

（１）直営拠点校・民間委託校併用方式の推進 

学校給食法に基づき、小学校において、児童の心身の健全な発達に資する安全でおいし

く楽しい給食を将来にわたって円滑に実施するため、直営拠点校と民間委託校による併用

方式の推進を図りました。 

（２）小学校給食の管理運営 

各小学校の給食調理や給食室・調理機器等の管理を行うとともに、献立作成をはじめと

する学校給食会の運営業務等を行いました。 
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【成果指標の達成状況】 

指標名 項目 R6 R7 R8 R9 R10 目標値設定の考え方 

体力向上のための授

業以外での取組実績 

目標値
（％） 

100 100 100 100 100 
児童生徒の体力向上のための
授業以外での取組を全ての学
校で実施します。 
［現状値：100%（R4 年度実
績）］ 

実績値
（％） 

100     

達成度
（％） 

100     

 

【指標達成度に対する要因分析】 

児童生徒の体力の向上に向けて、各学校においては、「１校１取組」を位置付けた体力向上

プランを作成し、学校の実態や児童生徒の発達段階に応じた様々な取組が実施されました。各

小学校では、県が実施している「スポコン広場チャレンジランキング」に参加したり、子ども

大牟田体力検定推進事業の体力検定を実施したりしました。体力テストの際には、地域のスポ

ーツ推進員の支援を得て実施しています。また、中学校においては、各学校の実態に応じて、

生徒会の委員会活動の一環として、休み時間に外遊びを推奨する取組を行うなど、生徒の目的

意識が高まる取組がなされました。 

その結果、各学校において、児童生徒が自己の体力の向上に係る目標意識を持って主体的に

取り組むことができ、体力向上の取組実績の目標値の達成ができたものと考えます。 

 

【今後の方向性】 

今後も、体力向上に向けて、授業での取組はもとより、授業以外での取組も児童生徒の発達

段階や学校の実態に応じて進めていきます。そのために、各学校の体力向上プランの充実につ

いて指導助言を行うとともに、各取組の啓発と各競技会への支援を行います。また、健康教育

や食育の充実を図ることを通して、体力向上の基盤づくりに努めていきます。さらに、児童生

徒の発達段階に応じて、体力や健康の大切さ、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の意義な

どを理解させ、自主的な取組が図られ、体力の向上が図られるようにしていきます。 

食育の推進については、食育推進校等での取組の内容とその成果を各校へ拡げるとともに、

学校給食を通した食育を行うことにより、朝食の大切さへの理解向上等、食習慣の改善につな

がるよう更なる啓発を進めます。 
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主要施策４ 主体的に社会の形成に参画する態度の育成                                     

持続可能な社会の創り手として、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を育

成するとともに、社会の中での自分の役割を考え、社会的自立に向けて取り組む態度を育成しま

す。 
 

【主な事業】 

 ●ＥＳＤ推進事業〔指導室〕（１９・２０ページ参照） 

 

○ユネスコスクール支援センターを活用したＥＳＤの推進 

「ユネスコスクール支援センター」に専属職員１名を配置し、関係機関等との連携、ＥＳ

Ｄに関する資料収集を行うとともに、各学校へユネスコスクールの情報を発信しました。 

 

○キャリア教育支援事業〔指導室〕 

（１）地元企業等のバス見学や体験学習への支援 

Ｒ６年度は、大牟田市立地企業会及び産業振興課による「中学生企業見学会」が実施さ

れました。甘木中学校１年生（８４人）が９月に、歴木中学校（７２人）がＲ７年１月に

それぞれ１０人程度のグループに分かれて企業を訪問し、体験活動や質疑応答を通して企

業について学ぶことができました。Ｒ７年度も産業振興課と連携して実施する予定です。 

（２）中学生対象のキャリア教育に関する講話 

将来を考え始める時期にある中学生に、望ましい勤労観・職業観を育んでいくために、

地元で活躍されている方々をゲストティーチャーに招き、各学校で講話を行っていただき

ました。 

（３）中学生の職場体験学習 

Ｒ２年度から、新型コロナウイルス感染症対策のため、多くの中学校が職場体験を見送

っていましたが、Ｒ６年度は、中学校６校で職場体験を実施しました。地元の小売店や病

院、老人保健施設等と連携して職場体験を実施し、職業の厳しさや楽しさ、やりがいを体

験を通して学び、生徒にとって、自己のキャリアについて考える貴重な機会となりました。 
（４）企業等と協働したプロジェクト学習 

橘中学校は、一般社団法人ＯＭＵＴＡ ＢＲＩＤＧＥの協力を得て、ＯＭＵＴＡジュニ

アシティメーカー（ＯＪＣＭ）の活動を実施しました。Ｒ６年度で３年目の活動となりま

した。Ｒ６年度は、３年生が、学校再編により整備される中庭について、対話を通してデ

ザインを練り上げ、市教育委員会に提案しました。このＯＪＣＭの取組が評価され、同中

学校の卒業生である市内の高校生がＲ７年７月に大阪・関西万博「共創チャレンジ」で発

表することとなりました。 

 

【成果指標の達成状況】 

指標名 項目 R6 R7 R8 R9 R10 目標値設定の考え方 

学校や地域のために

行動したいという生

徒の割合 

目標値
（％） 

84.0 85.0 86.0 88.0 90.0 
学校や地域のために何かをし
てみたいと答えた生徒の割合 
［現状値：82.6%（R4 年度実
績）］ 

実績値
（％） 

85.4     

達成度
（％） 

101.7     
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【指標達成度に対する要因分析】 

各学校は、自校の教育目標の達成を目指し、地域の特色や児童生徒の発達段階を踏まえて、

ＳＤＧｓ／ＥＳＤの取組を推進しました。Ｒ６年度は、地域素材を教材化していく際、地域や

関係機関との連携を重視し、中学校区ごとに、小中連携のもと、地域の「ひと」「もの」「こと」

を共有し、地域のステークホルダーを巻き込んだ実践を多く実施しました。そのプロセスにお

いて、「自分たちが地域のためにできること」を児童生徒一人一人が考え、その実現のために

は何をどのようにすればよいのかについて、具体的な対話を通して交流を深めていきました。

その結果、地域が抱えている課題を「自分事」としてとらえることができ、地域への貢献の意

識が高まったと考えられます。 

このような各学校の実践を掲載した「ＳＤＧｓ日めくりカレンダー」を作成して各学校に配

布するとともに、「大牟田版ＳＤＧｓ」を改訂し、児童生徒や保護者、市民への啓発を行いま

した。また、Ｒ６年度は、大牟田地域教育力向上推進大会を２部制にし、第２部でＳＤＧｓ／

ＥＳＤの学習成果の発表の場である「ユネスコスクール・ＳＤＧｓ／ＥＳＤ子どもサミット」

を実施し、各学校の学習内容についてステージで発表しました。保護者や地域の方々、地域教

育力向上の関係の方々等、多くの方に学習成果を見ていただき、ＳＤＧｓ／ＥＳＤの取組を啓

発しました。 

さらに、各学校が実施した「大牟田市ユネスコスクール週間」の学習発表会等において、児

童生徒は、自分たちの取組の意義やよさを実感することができました。 

加えて、７月に実施した「ユネスコスクール・ＳＤＧｓ／ＥＳＤ交流会」では、学校関係者、

市内企業・各種団体、市職員、学生など約１５０人の参加があり、「大牟田を創る子どもたち

のために、いまできること！」のテーマのもと、学校と各団体、企業等が連携したＥＳＤの実

践に向けた意見交換を行いました。会の最後には、福岡教育大学の石丸哲史副学長により全体

総括が行われました。交流会を通してＳＤＧｓの達成を目指したＥＳＤの充実について学び合

い、その成果が各学校での実践に生かされました。 

これらの取組を通して、児童生徒は、自分たちの取組が地域の人々や、これからの大牟田の

まちづくりに役立っていることを実感でき、目標の達成に至ることができたと考えます。また、

前述のように、このような地域の課題や国際的な課題を「自分事」としてとらえ、自己の生き

方を考えていく礎となっています。 

 

【今後の方向性】 

Ｒ６年度のＳＤＧｓ／ＥＳＤの取組においては、学校だけではなく、さらに広く市民や企業、

団体等を巻き込みながら、官民連携、学社連携を推進した取組が多く見られるようになりまし

た。毎年、各学校においては、地域や児童生徒の実態を踏まえたカリキュラムの見直しが図ら

れ、カリキュラムのブラッシュアップを進めています。 
また、小・中学校では、小中一貫教育が徐々に浸透し、小学校と中学校が同じ教育目標のも

とで指導に当たっており、ＳＤＧｓ／ＥＳＤについても発達段階を踏まえた取組の系統化が進

められています。今後は、その目標の達成に向けて、重点を絞りながら、目指すＳＤＧｓ／Ｅ

ＳＤの取組を進め、未来を創る子どもたちに必要な資質や能力の育成に努めていきます。 
キャリア教育支援事業については、将来を考え始める時期にある中学生に望ましい勤労観・

職業観を育んでいくために、引き続き大牟田市立地企業会及び産業振興課との連携を図ります。

また、企業等との協働によるプロジェクト型学習について、市内の教職員で共有し、各学校の

実践の充実を図ります。 
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【基本施策Ⅱ】安心して学べる学校づくり 

いじめや不登校の未然防止や早期対応、経済的困難を抱える保護者の支援など、誰一人取り

残さない、安心して学べる学校づくりを進めます。また、児童生徒一人一人の多様な教育的ニ

ーズに応じた的確な支援や指導の充実に努めます。 

 

主要施策１ 誰一人取り残さない学びの保障                                               

いじめの未然防止等の対策を総合的に推進するとともに、スクールカウンセラーやスクールソ

ーシャルワーカーの配置拡充や教育支援センターの運営など、不登校児童生徒等への支援を充実

させます。また、就学援助の実施など、経済的困難を抱える保護者の支援に努めます。 

 
【主な事業】 

○いじめ防止対策推進事業〔指導室〕 

（１）いじめ問題対策連絡協議会、いじめ防止対策委員会の運営等 

大牟田地域教育力向上推進協議会を「いじめ問題対策連絡協議会」として位置付けてお

り、連絡協議会の中に実行委員会を組織して、年２回（６月・１０月）の会議を開催し、

本市のいじめの防止等に関する取組を推進しました。 

また、教育委員会の附属機関として設置している「大牟田市いじめ防止対策委員会」の

会議を年３回（６月・８月・３月）市のいじめ防止に係る教育委員会や学校の取組等につ

いて協議を行い、その充実に努めました。 
（２）大牟田市いじめ防止基本方針の推進 

いじめ防止対策推進法に基づき策定している「大牟田市いじめ防止対策基本方針」につ

いて、いじめ問題対策連絡協議会やいじめ防止対策委員会等の関係機関との連携を図り、

いじめ防止に関する取組の総合的な推進に努めました。 

いじめの認知件数等※ 

区 分 
R4 年度 R5 年度 R6 年度 

認知件数 解消件数 
解消に向け
て取組中 

認知件数 解消件数 
解消に向け
て取組中 

認知件数 解消件数 
解消に向け
て取組中 

小学校 114 103 11 131 104 27 113 93 20 

中学校 43 35 8 72 56 16 59 53 6 

※各学校では、いじめの防止等に関する文部科学省の通知や「いじめ防止基本方針」の改定（H29

年 3 月）等も踏まえ、いじめの積極的な認知に取り組んでいる。 

 

○教育相談充実事業〔指導室〕 

（１）スクールソーシャルワーカーによる相談対応、関係機関とのネットワークを活用した支援 

各中学校区にスクールソーシャルワーカーを配置し、児童相談所や医療機関などの関係機

関とのネットワークを活用した支援や、学校、家庭等への訪問を行うなどにより、不登校等の

事案の解決や改善を図りました。また、地区公民館を利用したサテライトスペースや民間と連

携して運営している「ぱすてる」の運営にかかわり、不登校児童生徒の学びの場の確保と居場

所づくりを進めました。 

スクールソーシャルワーカーによる相談対応状況（実件数） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

399  547  679  
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（２）大学等の高度な知見を活用した複雑・困難な事案への対応 

複雑で深刻な事案については、大学などの高度な専門機関と連携し、その知見を活用しなが

ら、解決や改善を目指しました。この連携に係る研修会を６月２１日（金）、９月６日（金）、

１１月２５日（月）に実施し、それぞれ、スクールソーシャルワーカーや教育相談室相談員

が参加しました。Ｒ６年度は、講師として福岡県立大学准教授の奥村賢一氏を招へいしました。 

（３）事業推進校における教師の対人援助力向上等の研修会の開催 

学校相談体制の支援のため、事業の推進校に指定した橘中学校において、講師を招へい

し、教師の対人援助力の向上や不登校の早期発見・早期対応の具体的な手立てに関する研

修会を開催しました。この研修会の成果を生かして、教師が「生徒との対話」を重視した

生徒との関わり方の工夫改善に取り組みました。また、橘中学校での成果を生かして、白

光中においても同様の研修会を実施しました。 

（４）事業推進校における子どもの自己肯定感や自尊感情を高める授業づくり 

Ｒ５年度に実施した教師とスクールソーシャルワーカーの協働による、子どもの自己肯

定感や自尊感情を高める体験型ワークショップを取り入れた活動を発展させ、セカンドス

テージとして、希望者を募りました。Ｒ６年度は対話活動を重視し、「地域の居場所づくり」

について、生徒たちが、有明工業高等専門学校の教員、住宅建築課の職員、教育委員会の

担当者等と協議を重ねました。「集う」「交ざる」「使える」をテーマに、工事中の白銀中学

校のデザインを創り上げ、市教育委員会に提案することができました。活動を通して、思

いを実現できた喜びから、社会貢献する喜びを味わうことができました。 

（５）事業推進校における個々の不登校等の事案に係る相談対応の実施やケース会議の開催、

関係機関とのネットワークの構築 

個々の不登校等の事案について相談対応を実施するとともに、関係機関とのケース会議

等を適宜開催しました。その結果、中学校の不登校生徒のうち、専門的な機関による支援

が必要な生徒を児童相談所、医療機関、相談機関などにつなぐことができました。 
不登校の背景は複雑化・多様化しており、個に応じた最適な支援を行うためには、それ

ぞれの生徒がどのような環境に置かれていて、どのような支援が必要かの「見立て」が重

要なポイントとなります。スクールソーシャルワーカーを中心に、市の関係部局、児童相

談所や福祉事務所等の関係機関との連携を強めるためのネットワークの構築を進め、「見立

て」を踏まえた最適な支援に取り組みました。子ども支援ネットワークにも参加し、教育

委員会と他部局、他機関との情報連携や行動連携も行いました。 

 

●ハートフルスクールプロジェクト推進事業〔指導室〕（２１・２２ページを参照） 

 

○不登校対策事業〔指導室〕 

（１）不登校対応対策会議の開催 

教育委員会事務局、少年センター、子ども育成課の職員で構成する不登校対応対策会議

を年３回（６月、８月、Ｒ７年２月）開催し、不登校児童生徒の現状や不登校の背景等に

ついて情報の共有を図るとともに、不登校の未然防止、早期解消に関する連携の在り方に

ついての協議等を行いました。 

不登校等の状況 

区 分 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

不登校 学校復帰 不登校 学校復帰 不登校 学校復帰 

件数 出現率 件数 復帰率 件数 出現率 件数 復帰率 件数 出現率 件数 復帰率 

小学校 119 2.35% 41 34.5% 144 2.97% 71 49.3% 130 2.71% 70 53.8% 

中学校 254 10.54% 107 42.1% 306 12.2% 119 38.9% 272 10.9% 81 29.8% 
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※不登校児童生徒の定義（文部科学省）：何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・

背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間３０日以上欠席し

た者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの。 

（２）教育相談員、ひきこもり児童生徒訪問指導員、特別支援教育巡回指導員の配置 

生涯学習支援センター内に設置している教育相談室に、教育相談員２人、ひきこもり児

童生徒訪問指導員２人を配置しました。スクールソーシャルワーカーを含む３者で随時連

携を図り、問題の早期解決に取り組みました。また、特別支援教育巡回指導員を配置し、

小学校の配慮を要する児童への指導と共に、特別支援教育に関して様々な助言等を行いま

した。 

教育相談の状況 

相談の内容 
相 談 件 数（延べ） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

学業等 0 23 30 

不登校 1,785 1,941 1,604 

いじめ 3 1 3 

その他の学校生活 2 6 4 

性格・行動 58 116 237 

その他 17 8 9 

合  計 1,865 2,095 1,887 

ひきこもり相談の状況（延件数） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

271  151  207  

（３）教育支援センター「昭和教室」の運営 

心理的または情緒的理由により登校できない状態にある児童生徒の学校復帰のため、指

導員を３人配置し、児童生徒の状況に応じて、適応指導、学習指導、教育相談等を行い、

児童生徒の社会的自立に向けて支援を行いました。 

教育支援センター「昭和教室」の入級及び復帰状況 

区 分 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

教育支援センター入級 
児童生徒数 

 5 人  4 人  5 人 

学校復帰数  5 人  4 人  5 人 

学校復帰率 100％ 100％ 100％ 

※復帰数には高校進学者を含む。 

 

○「思いやり・親切」応援隊子どもプロジェクト事業〔指導室〕（再掲）（３１ページ参照） 

 

○就学援助事業〔学務課〕 

学校教育法等の関係法令及び大牟田市就学援助要綱に基づき、経済的理由によって就学困

難な児童生徒の保護者に対し、就学援助として学用品費、学校給食費、医療費等を支給しま

した。新型コロナウイルス感染拡大の影響により家計が急変した世帯に対する特例措置につ

いては、Ｒ２年度から継続して実施しましたが、Ｒ６年度の支給対象者はいませんでした。 

また、心身的な理由により普通教室での就学が困難な児童生徒の保護者に対し、特別支援
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教育就学奨励費補助を支給しました。 

さらに、高等学校及び高等専修学校への進学に必要な入学支度金や学費の一部を貸与する

「公益財団法人福岡県教育文化奨学財団」の奨学金制度の周知を図り、奨学金申請事務を行

いました。 

① 就学援助費                         （単位：人、千円） 

区  分 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

支給者数 
小・中学生 1,467 1,340 1,327 

未就学児 123 115 106 

支給総額 131,508 118,500 111,069 

(うち国庫補助金) （620） （516） （362）

認定率(全児童生徒数に占
める支給者の割合)(％) 

19.7 18.2 18.3 

② Ｒ６年度就学援助費の内訳                  （単位：人、千円） 

区   分 
未就学児 小学校 中学校 合  計 

人員 支給総額 人員 支給総額 人員 支給総額 人員 支給総額 

学 用 品 費 等 － － 802 11,818 525 13,598 1,327 25,416 

校 外 活 動 費 － － (132) 521 (0) 0 (132) 521 

新入学児童生徒
学 用 品 費 等 

－ － (33) 1,784 (26) 1,638 (59) 3,422 

修 学 旅 行 費 － － (147) 3,535 (182) 8,977 (329) 12,512 

学 校 給 食 費 － － (802) 25,153 (525) 19,238 (1,327) 44,391 

通 学 費 － － (0) 0 (0) 0 (0) 0 

オ ン ラ イ ン
学 習 通 信 費 － － (335) 4,235 (406) 5,462 (741) 9,697 

医 療 費 － － (81) 342 (29) 88 (110) 430 

新入学学用品費
（入学前支給） 

106 6,049 (137) 8,631 － － 
106 

(137) 
14,680 

合   計 106 6,049 802 56,019 525 49,001 1,433 111,069 

※人員の（  ）は内数。 

③ Ｒ６年度就学援助費特例措置（抜粋）             （単位：人、千円） 

区   分 
未就学児 小学校 中学校 合  計 

人員 支給総額 人員 支給総額 人員 支給総額 人員 支給総額 

新型コロナウイルスの
影響による家計急変 

0 0 0 0 0 0 0 0 

④ 特別支援教育就学奨励費                   （単位：人、千円） 

区  分 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

支給者数 76  94  110  

支給総額 3,003  3,723  4,232  

(うち国庫補助金) （1,449） （1,861） （2,115） 
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⑤ Ｒ６年度特別支援教育就学奨励費の内訳             （単位：人、千円） 

区   分 
小学校 中学校 合  計 

人員 支給総額 人員 支給総額 人員 支給総額 

学 用 品 費 等 75 481 37 434 112 915 

校 外 活 動 費 (8) 15 (0) 0 (8) 15 

新入学児童生徒学用品費等 (9) 230 (6) 183 (15) 413 

修 学 旅 行 費 (16) 172 (13) 357 (29) 529 

学 校 給 食 費 (75) 1,186 (37) 678 (112) 1,864 

通 学 費 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

オ ン ラ イ ン 
学 習 通 信 費 (53) 344 (24) 152 (77) 496 

医 療 費 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

合   計 75 2,428 37 1,804 112 4,232 

※人員の（  ）は内数。 

⑥ 奨学金制度の活用状況                       （単位：人） 

区  分 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

申 請 者 数 100 111 103 

内 定 者 数 80 88 78 

 

○学校給食費支援事業〔学務課〕 

保護者の経済的な負担の軽減を図るため、小・中・特別支援学校の給食費の一部を支援し、

安全でおいしい給食の提供に努めました。 
 

 ○学校保健事業〔学務課〕 

（１）各種健康診断事業 

    学校保健安全法等の関係法令に基づき、学校における教育活動が安全な環境において

実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、児童生徒及び教職員の健康診断

並びに翌年度から就学を予定している幼児を対象に就学時健康診断を実施し、有所見

者には、二次検査や治療の勧告を行いました。 

   各種健康診断受診者数                        （単位：人） 

区  分 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

児 童 生 徒 健 康 診 断 7,407 7,333 7,172 

教 職 員 健 康 診 断 330 363 386 

就 学 時 健 康 診 断 766 784 717 

 （２）災害共済給付事業 

独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づき、学校の管理下における児童生徒等

の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）が発生した場合に災害共済給付（医療費、障害見舞

金又は死亡見舞金）を支給するもので、医療機関からの診療報酬請求に基づいて医療費を

支給しました。 
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① 災害共済掛金                                                   （単位：千円） 

区   分 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

個人負担総額 2,581 2,613 2,586 

市 負 担 総 額 4,483 4,385 4,321 

合  計 7,064 6,998 6,907 

※１人当たり災害共済掛金９３５円（個人負担４２０円、市負担金５１５円）。 

② 災害発生件数と給付額                            （単位：件、千円） 

区 分 
R4 年度 R5 年度 R6 年度 

件 数 給付額 件 数 給付額 件 数 給付額 

小学校 327 1,623 312 1,792 290 1,485 

中学校 205 1,916 242 1,542 230 2,075 

特別支援学校 3 10 9 170 3 10 

合 計 535 3,549 563 3,504 523 3,570 

 

【成果指標の達成状況】 

指標名 項目 R6 R7 R8 R9 R10 目標値設定の考え方 

不登校児童生徒への

支援 

目標値
（％） 

80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 
不登校児童生徒のうち、専門
家や専門機関の相談・指導等
を受けている者の割合 実績値

（％） 
100     

達成度
（％） 

100     

 

【指標達成度に対する要因分析】 

不登校児童生徒すべての学びの場を確保し、学びたいと思ったときに学べる環境を整えてき

ました。そのために、新たに学習指導員を配置して、校内教育支援センター（ハートフルルー

ム）を各学校に整備したり、校区内のスクールソーシャルワーカーが業務として担当する公民

館を利用したサテライトスペースや同じくスクールソーシャルワーカーが業務として担当し、

毎週月曜日に実施した「ぱすてる」を新たに開設したりました。また、民間のフリースクール、

社会福祉協議会生活支援相談室が運営している「ふきのとう」との連携を深め、児童生徒の居

場所づくりを進めてきました。さらに、各中学校区に専任のスクールソーシャルワーカーを配

置し、いじめや不登校の早期発見や早期対応に努めてきました。 

その結果、各学校において、不登校傾向や不登校状態にある児童生徒に寄り添いながら、社

会的自立に向けて、学びの場・居場所を確保することができたものと考えます。 

 

【今後の方向性】 

不登校については、Ｒ６年度は件数・出現率ともにＲ５年度より減少しましたが、依然とし

て多い状況が続いています。また、不登校の要因は複雑化・多様化し、学校だけでは解決困難

な相談が増加していることから、児童生徒の心理的要因に対応するスクールカウンセラーや、

家庭環境などの複雑な要因に対応できる社会福祉等の専門的知識や技能を有するスクールソ

ーシャルワーカーの活用のさらなる充実とともに、大学等と連携した取組の充実を図ります。 

不登校児童生徒をはじめ、すべての児童生徒が学びたいと思ったときに学べる環境を整える

ため、校内教育支援センターのさらなる充実を図るとともに、スクールソーシャルワーカーや

関係部局、関係機関等との連携を強化します。 
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さらに、小中一貫教育を見据えた「思いやり・親切」応援隊子どもプロジェクト事業等にお

ける児童生徒主体の取組を推進し、いじめや不登校の早期発見・早期対応を行います。 

ＳＮＳやスマートフォン、インターネットに関するいじめが増加する傾向にあるため、大牟

田地域教育力向上推進協議会と連携して、「大牟田市児童生徒の携帯電話等の利用に関する指

針」の保護者等への啓発を継続して行うとともに、いじめ防止対策推進法に基づくいじめ防止

基本方針に係る取組を一層推進します。 

就学援助事業については、全児童生徒数に占める支給者数の割合は約１８．３％となってお

り、約５人に１人が対象となっている状況です。子どもの貧困対策の推進に関する法律などの

関係法令の趣旨を踏まえ、今後も引き続き、援助が必要な児童生徒等の保護者に対し、「広報

おおむた」や学校等を通じて就学援助制度の周知を図るとともに、申請手続面の負担軽減も図

りながら、必要な援助を適切な時期に実施できるよう努めていきます。また、実態も考慮しな

がら、よりよい就学援助制度について検討します。さらに奨学金についても、公益財団法人福

岡県教育文化奨学財団の奨学金制度のほか、家庭の状況に応じた奨学金制度等についても学校

との連携のもとに周知を行うことで就学支援の充実を図ります。 

学校保健事業については、児童生徒及び教職員等を対象とした各種健康診断事業において、

有所見者に対し二次検査や精密検査の受診を勧奨することで、早期発見、早期治療を促し、児

童生徒等の健康の保持増進に努めるとともに、災害共済給付事業についても、各学校と連携し

災害発生時における適正な医療費等の給付に努めます。 
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主要施策２ 特別支援教育の推進                                                       

個別の教育支援計画・個別の指導計画の改善・充実を図るなどにより、障害のある児童生徒の

自立と社会参加に向けた取組を進めます。また、特別支援教育支援員の配置など、一人一人の障

害の状態に応じた具体的な支援を行います。 
 

【主な事業】 

○特別支援教育推進事業〔学校教育課〕 

（１）要支援と判断された児童生徒への支援員の配置 

就学支援委員会等により要支援と判断された児童生徒３０７人を支援するため、小学校

１９校に６６人、中学校８校に２４人、計９０人の特別支援教育支援員を派遣しました。

きめ細かな支援を受けることで、対象児童生徒本人の精神的な安定が図られ、周囲の児童

生徒の理解も進み、学級全体が落ち着き、集中して学習に取り組むことができました。ま

た、保護者の介助等の軽減も図られました。 

（２）校内支援体制及び支援内容の充実 

全支援員を対象に、支援員の業務内容や具体的な支援の在り方などの研修会を２回（５

月・１１月）実施し、支援員による児童生徒の発達障害等への理解促進と個に応じた具体

的な支援内容の充実に努めました。 

 

○特別支援学校医療的ケア事業〔学校教育課〕 

（１）医療的ケアを行う看護師の配置 

大牟田特別支援学校の対象児童生徒５人に対し、３人の看護師を配置しました。校長を

中心とした医療的ケア運営委員会を毎学期２回開催し、主治医・指導医の指導のもと、保

護者の理解も得ながら医療的ケアを行うことで、児童生徒の症状は安定し、保護者の負担

も軽減されました。また、対象児童生徒の年度途中の増加に対しても対応できるよう、看

護師の一定の増員も可能としました。 

 

○教育相談事業〔指導室〕 

（１）教育相談員による児童生徒の障害に関する相談への対応 

教育相談室に寄せられる電話や面接での相談の中から、保護者や児童生徒の問題行動等

の背景に障害や発達障害等の特別な配慮を必要とする状況があった場合に、学校や関係機

関との連携を図り、教育的ニーズに対応しました。 
（２）特別支援教育巡回指導員による巡回相談 

不登校や引きこもりになっている児童生徒の背景に、障害や発達障害等の特別な配慮を

必要とする状況があった場合に、学校や担当のＳＳＷ、関係機関、保護者等との連携を図

り、家庭訪問を実施するなど不登校等の解消に向けて対応しました。 
巡回件数  ３６２件 
相談件数  ７３６件 

（３）就学支援委員会の開催 

在学中の児童生徒及び令和７年度入学児を対象に、就学支援委員会を６月と９月の２回

開催し、医学・心理・教育の面から就学支援における教育相談を行いました。 

教育相談者数（人） 

小学校 中学校 特別支援学校 入学予定児 合 計 

13 2 0 24 39 
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○通級指導教室運営事業〔指導室〕 

（１）専門の教職員及び通級指導教室指導員による指導・支援 

生涯学習支援センターに設置している通級指導教室で、言葉や情緒等に課題がある児童

生徒に対して、個別や集団での指導を行いました。 

「あじさい教室１組」への通級者   ２０人（小学校：情緒） 

「あじさい教室２組」への通級者   ２１人（小学校：ＬＤ※１（学習障害）、 
ＡＤＨＤ※２（注意欠陥／多動性障害）） 

「こすもす教室」への通級者     １０人（中学校：ＡＤＨＤ） 

「ことばの教室」への通級者      １２人（小学校：言語） 

※１：ＬＤとは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算す

る又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指す

もの。 

※２：ＡＤＨＤとは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び／又は衝動性、多動性を特徴

とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもの。 

（※１、※２とも、文部科学省の資料から抜粋） 

（２）巡回通級指導員による巡回指導・支援 

ＬＤ、ＡＤＨＤにより通級指導教室への入級を希望しているが、送迎が難しい児童を対

象に、巡回通級指導員が当該児童の在籍校を巡回して指導を行いました。 

対象児童数   １４人 
（３）保護者相談 

教育相談室に寄せられる相談の中から、通級指導に関する相談について、通級指導教室

担当教員が保護者からの相談に対応しました。 
 

○交流教育推進事業〔指導室〕 

（１）学校間交流 

特別支援学校と小・中学校間の交流、小・中学校の特別支援学級間の交流など、様々な

交流を行いました。 

（２）ふれあい共室 

生涯学習課所管「子ども交流体験事業」の「（２）交流教育地域推進事業ふれあい共室」

（６６ページ）を参照）。 

（３）交流教育の啓発 

６月に「ふれあい共室」の参加募集を市内の全学校に配布するとともに、１月に合同作

品展の広報を行いました（合同作品展はＲ７年２月１４日（金）～１８日（火）に大牟田

文化会館において実施）。 

 

○合同運動会・合同作品展の実施〔指導室〕 

（１）小・中・特別支援学校合同作品展（再掲） 

（３２ページの「児童生徒の作品展」の（２）を参照）。 

 

○早期教育相談事業〔指導室〕 

（１）早期教育相談連絡協議会の開催等 

４月に早期教育相談の啓発チラシを作成・配布し、幼稚園や児童福祉施設等の関係機関・

団体を通して保護者への啓発を行いました。 

学識経験者や関係機関・団体で構成する早期教育相談連絡協議会について、６月３日（月）
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にＲ６年度１回目の会議を開催し、情報の共有を行いネットワークの強化を図りました。

Ｒ７年２月１０日（月）に２回目の会議を開催し、Ｒ６年度の取組の振り返りと次年度の

計画について協議を行いました。 

 

【成果指標の達成状況】 

指標名 項目 R6 R7 R8 R9 R10 目標値設定の考え方 

特別支援教育支援員

の配置効果 

目標値
（％） 

100 100 100 100 100 
全ての対象児童生徒について
状態の改善が図られることを
目指します。 
［現状値：100%（R4 年度実
績）］ 

実績値
（％） 

100     

達成度
（％） 

100     

 

【指標達成度に対する要因分析】 

特別支援教育支援員活用事業については、支援員の配置によって、対象児童生徒が情緒的に

安定し、落ち着いた学習態度や行動へとつながり、学習効果の向上が図られたほか、学校生活

での安全性の確保においても効果をあげています。また、児童生徒の人間関係作りにおいて、

互いを理解し合うことができるような支援により、周囲の児童生徒も落ち着きます。さらに、

担任教師も学級全体に目が行き届くようになることで、学級が落ち着き、そのような児童生徒

の姿が保護者に安心感をもたらしたものと考えます。 

 

【今後の方向性】 

今後も、障害のある児童生徒の自立や社会参画に向けた取組を支援する視点に立ち、特別な

支援を要する児童生徒の個別の指導計画・支援計画の作成、特別支援学校における相談活動、

特別支援教育コーディネーターの育成など、学校と連携した取組を進めていきます。また、関

係機関相互や専門家と連携を図り、相談体制等の充実を進めるとともに、特別支援教育に関す

る研修会等を開催し、各学校における児童生徒の教育的ニーズに応じた具体的な支援の実践へ

つないでいきます。さらに、Ｒ５年度から配置した特別支援教育巡回指導員やＲ６年度から配

置した巡回通級指導員などと併せて、よりきめ細かな支援を進めていきます。 
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【基本施策Ⅲ】地域とともにある学校づくり 

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的・効果的に推進し、学校・家庭・地域

の連携による学校運営や児童生徒の規範意識の育成、「共育」と「響育」の風土の醸成など、

地域とともにある学校づくりに取り組みます。 

 

主要施策１ 地域の力を活かした学校運営の推進                                           

全ての中学校区単位でのコミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的な取組を一層進

めるとともに、中学校の部活動の地域との連携の支援など、地域の力を活かした学校運営を推進

します。 
 

【主な事業】 

●小中一貫教育推進事業〔学校教育課〕（再掲）（１７・１８ページを参照） 

 

○部活動地域移行支援事業〔学校教育課〕 

（１）各中学校への部活動指導員の配置と活用 

中学校における部活動の指導体制の充実を図るとともに、教職員の長時間勤務の削減や

経験のない競技等の指導等の負担の軽減を図るため、部活動の技術的な指導に従事する部

活動指導員を１８人配置しました。 

（２）部活動指導員の研修の実施 

福岡県教育委員会が主催する研修会（６月、１１月）が開催され、服務に関する内容、

生徒理解に基づく指導等についての研修が行われました。 

 

【成果指標の達成状況】 

指標名 項目 R6 R7 R8 R9 R10 目標値設定の考え方 

学校のニーズに合わ

せた部活動指導員の

配置率 

目標値
（％） 

100 100 100 100 100 
配置の要望があった中学校に
対し、その競技等の指導がで
きる指導員を配置します。 実績値

（％） 
100     

達成度
（％） 

100     

 

【指標達成度に対する要因分析】 

中学校区ごとに、年間計画に基づき小中連携による全員参加の研修会や担当者による研修会

が行われました。その結果、教育委員会が主催する小中合同の実践交流会において、小学校と

中学校が活発に意見交換を行い、研修会が充実しました。 

また、本格導入した宮原中学校区、試行的に導入した宅峰中学校区、松原中学校区、歴木中

学校区、橘中学校区に配置した常勤の地域学校協働活動推進員が、中学校区内の小学校と中学

校を、また、小学校同士を結び付け、地域の人材と学校をつなぐ役割を果たしました。特に宮

原中学校区に設置した学校運営協議会においては、年に３回の会議を開いて校区として育てた

い児童生徒像を話し合い、小中学校４校の共通した学校教育目標を設定し、日々の教育活動を

展開することができました。このような会議に向けた取組も多く開催されました。 

部活動の地域移行への支援については、学校が要望する部活動に部活動指導員を配置するこ

とで、競技等の専門的な指導が行われ、生徒の競技力や活動意欲の向上等、安全で充実した部

活動が実施できたと考えます。 
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【今後の方向性】 

今後も、中学校校区ごとの研修会の定期的な実施と内容の充実を図るとともに、教育委員会

が主催する各教科担当者会や教育講座等において、小中連携の視点を取り入れていきます。 

また、小中一貫教育制度を本格的に導入した宮原中学校区、試行的に導入した宅峰中学校区、

松原中学校区、歴木中学校区、橘中学校区においては、９年間を見通した教育課程を実施して

いきます。 

宮原中学校区に続き、試行的導入２年目の宅峰中学校区と松原中学校区においても、試行的

に学校運営協議会を設置しました。また、小中一貫教育制度を本格的に導入した宮原中学校区

の成果と課題を整理して、松原中学校区、宅峰中学校区への導入に生かすとともに、歴木中学

校区や橘中学校区にも、学校運営協議会設置に向けた準備を進め、９年間を見通して児童生徒

を育てる仕組みづくりを行います。 

部活動の地域移行への支援については、今後も、学校が要望する部活動に部活動指導員を配

置し、生徒の競技力や活動意欲の向上等、安全で充実した部活動の実施、教職員の負担軽減を

図り、生徒にとって望ましい部活動の環境の整備に努めていきます。また、学校職員を中心に

構成してきた部活動検討委員会に、地域のスポーツ団体、文化団体、市の関係部署等の学校外

の組織からも委員として加わっていただき、部活動の現状や課題について共有するとともに、

人材確保等に関する協議を行います。 
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主要施策２ 学校・家庭・地域の連携                                                     
大牟田地域教育力向上推進協議会との連携により、児童生徒の規範意識の育成や「共育」と「響

育」の風土の醸成など、学校・家庭・地域の連携を推進します。 
 

【主な事業】 

●小中一貫教育推進事業〔学校教育課〕（再掲）（１７・１８ページを参照） 

 

○大牟田地域教育力向上推進協議会との連携〔指導室〕 

（１）大牟田地域教育力向上推進協議会への補助金の交付 

学校教育・家庭教育・地域教育の向上を目指した取組を行っている大牟田地域教育力向

上推進協議会に対し、その運営及び活動を助成するため、９２万３千円の補助金を交付し

ました。 

（２）大牟田地域教育力向上推進大会の共催 

大牟田地域教育力向上推進協議会と連携し、Ｒ７年１月２５日（土）に大牟田文化会館

において大牟田地域教育力向上推進大会を開催しました。第１部（青少年健全育成発表）

では、児童生徒による「ありがとうの感謝のことば」の発表や、「思いやり・親切」をテー

マにした中学校区「児童会・生徒会リーダーミーティング」の取組の発表等がありました。

第２部（大牟田市ユネスコスクール・ＳＤＧｓ／ＥＳＤ子どもサミット）では、天領小学

校、高取小学校、三池小学校、田隈中学校の児童生徒がＳＤＧｓ／ＥＳＤの取組を発表し

ました。 

（３）教育力向上に関する啓発資料の作成・配布の共同実施 

教育力向上に関する啓発資料を作成し、４月に各学校から保護者に配布しました。 

また、長期休業中の好ましい生活習慣等についてのチラシを作成し、１学期の終業式の

７月１９日（金）、２学期終業式の１２月２４日（火）に、ゆめタウン大牟田において協議

会役員が市民に配布しました。 

（４）「ありがとうの日」の作文・表彰の共同実施 

毎月１０日を「ありがとうの日」とし、各学校でのぼり旗を掲げました。校長会におい

て「ありがとうの日」の作文について周知し、各学校において取り組みました。 

（５）中学校区教育力向上の促進 

大牟田地域教育力向上推進協議会の地域部会である大牟田市中学校区教育力向上連絡協

議会が中心となり、各中学校区において、校区の実態に応じて、マナーアップ３運動「挨

拶運動・環境美化運動・交通安全運動」に取り組みました。 

 

○学校評価推進事業〔指導室〕 

（１）学校の自己評価、結果公表に係る指導助言 

各学校に対し、重点目標や教育活動全般に関する学校評価計画を立て、その評価計画に

基づいて、学校の自己評価並びに結果の公表を計画的に行うよう指導しました。 

各学校の評価結果（学校評価報告書）については、各学校のホームページに掲載して公

表しました。 

（２）学校関係者評価委員会の開催に係る指導助言 

各学校では、学校評議員、地域代表、保護者代表、接続する関係学校代表等によって構

成される学校関係者評価委員会を設置し、計画的に学校関係者評価委員会を開催していま

す。学校関係者評価委員会では、学校の重点目標に係る成果指標や取組指標等の設定の説

明や客観的資料に基づき達成状況等の報告を行うよう指導助言を行いました。 

各学校では、３学期に自校の教育活動や学校経営について自己評価を行い、学校関係者
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評価委員会において自己評価の結果について評価が行われました。各学校は、評価結果と

それを踏まえた改善計画を学校評価報告書としてまとめ、教育委員会に報告しました。 

 

○学校評議員制推進事業〔学校教育課〕 

（１）学校評議員の委嘱 

学校長からの推薦を受け、小・中・特別支援学校に合計８４人の学校評議員に委嘱を行

いました。 

（２）意見聴取状況の把握 

学校長が学校評議員から基本的に年３回の意見聴取を行う中で、専門的な識見からの考

え方や地域住民・保護者の意向を学校運営に反映し、学校の課題解決に役立てるとともに、

学校・家庭・地域が一体となって子どもの教育に関わる地域に開かれた学校づくりを推進

しました。 

 

○土曜日授業の推進〔指導室〕 

（１）学校・家庭・地域の連携の視点からの土曜日授業の推進 

小学校においては年間３回、中学校においては年間２回の土曜日授業を計画的に実施し、

保護者や地域への学習公開を行ったり、保護者や地域の人材を活用した多様な体験学習等

を実施したりするなどして、教育活動の充実を図りました。 

 

○幼保・小連携の推進〔指導室〕 

（１）合同研修会、学校見学、体験授業、出前授業等の実施 

    小学校の授業を、関係する幼稚園・保育園の職員が参観したり、園児が小学校の授業や

行事等に参加したりしました。 

３学期に小学校に対して、幼稚園・保育園と小学校の情報の共有についての助言等を行

いました。 

 

【成果指標の達成状況】 

指標名 項目 R6 R7 R8 R9 R10 目標値設定の考え方 

学校運営協議会の会
議の開催実績 

目標値
（回） 

3 3 3 3 3 
会議は、学期１回の開催を基
本とします。 
［現状値：3 回（R4 年度実績）］ 実績値

（回） 
3     

達成度
（％） 

100     

 

【指標達成度に対する要因分析】 

大牟田地域教育力向上推進協議会の取組の推進により、各学校並びに各中学校区の特色をふ

まえて、学校・家庭・地域が一体となった取組が展開されるとともに、各学校において、自校

の教育活動に関する情報の発信や、地域や保護者の意向の学校運営への反映など、地域に開か

れた学校づくりが推進され、学校教育における学校・家庭・地域の連携が充実しました。 

各学校の特色ある教育活動の展開や学習環境の整備等におけるゲストティーチャーの活用

については、各学校、地域や関係機関等の方々との交流が増えてきています。地域のために尽

力されている方や第一線で活躍されている方々の熱い思いに触れ、自己の生き方について考え

るよい機会となっています。 
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【今後の方向性】 

大牟田地域教育力向上推進協議会の取組の推進による学校・家庭・地域が一体となった取組

は、今後も引き続き推進します。また、学校評価推進事業の充実・推進に取り組み、各学校に

おける地域社会に開かれた学校づくりへの支援・指導を行っていきます。 

学校評議員制推進事業については、学校長が、学校評議員から、地域への授業公開の在り方、

地域住民の教育活動への参加、学校行事の運営や安全管理の在り方、小中連携の方策など多岐

にわたり学校運営を支援する意見をいただいており、今後もこれらの意見を参考に検討を進め

ていきます。 

小中一貫教育推進事業については、中学校区ごとに学校運営協議会を設置するとともに、地

域学校協働活動推進員を配置し、中学校区の小学校と中学校が共通した学校教育目標のもとで、

さらなる学校・地域・家庭の連携を進めていきます。 
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【基本施策Ⅳ】学校教育環境の充実 

本市の実情に応じた活力ある学校づくりの実現のため、ＩＣＴ環境の整備や適正規模化・適正

配置による学校再編整備等を推進します。また、児童生徒の豊かな学びを育むことができる、安

全・安心で、かつ環境への負荷を考慮した施設整備を図るなど、学校教育環境を充実させます。 

 

主要施策１ 学校再編整備の推進                              

適正規模（適切な学級数）化と適正配置（適切な通学距離・時間等）による学校再編整備を進

め、児童生徒が集団の中で多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨
せ っ さ た く ま

することを通じ

て一人一人の資質や能力を伸ばしていくことができるよう教育環境を整備します。 
 

【主な事業】 

 ●学校再編整備推進事業（２３・２４ページを参照）〔学校再編推進室、学校教育課、学務課〕 

 

【成果指標の達成状況】 

指標名 項目 R6 R7 R8 R9 R10 目標値設定の考え方 

学校再編による教育
環境向上の満足度
（R7・R9 白銀中学校
及び御木中学校） 

目標値
（％） 

－ 90.0 － 90.0 － 
直近の中学校再編での生徒・
保護者・教職員アンケート結
果（H27 宅峰中学校：80.0%、
H29 宮原中学校：86.5）を踏
まえて設定 

実績値
（％） 

－  －  － 

達成度
（％） 

－  －  － 

 

【指標達成度に対する要因分析】 

Ｒ７年度及びＲ９年度に再編校の生徒、保護者、教職員を対象とするアンケート調査を実施

し、再編の効果を検証します。 

 

【今後の方向性】 

白銀・御木中学校の生徒、保護者、教職員にアンケート調査を実施し、学校再編の効果や課

題の検証を行います。また、市立学校適正規模・適正配置計画第２期実施計画について、引き

続き保護者や地域等に内容の周知を行うとともに、Ｒ７年度に「白光・甘木中学校再編協議会」

を設置し、Ｒ９年４月の新校の開校に向けて、校名案の選考、通学路の安全対策、学校施設整

備・備品の要望等について協議します。 

施設整備について、旧歴木中学校（御木中学校）は、Ｒ６年度で校舎改修及び体育館の改修

工事が完了し、予定の再編工事が概ね完了しました。旧橘中学校は、引き続き校舎増築及び擁

壁築造工事を行うとともに、体育館の新築工事や校舎改修、旧体育館の解体工事及び多目的棟

の新築工事に着手する予定です。白光中学校は、校舎（管理棟）及び体育館の改修工事等に着

手します。 

また、上内小学校及び玉川小学校については、小規模特認校制度の運用により複式学級の解

消に努めており、検証結果や適正配置の観点などを踏まえ、今後も引き続き小規模特認校制度

を継続していきます。上内小学校では、Ｒ６年度は５・６年生で複式学級が発生しましたが、

Ｒ７年度には解消する予定です。 
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主要施策２ 学校施設・設備の整備                              

教育環境向上と老朽化対策を一体的に進める学校施設の長寿命化改修等を行うとともに、空調

設備の設置、トイレの洋式化、バリアフリー化などを進め、安全・安心を確保しつつ新しい時代

の学びの実現に向けて取り組みます。 
 

【主な事業】 

○義務教育学校設置推進事業〔学校教育課、学務課〕 

（１）義務教育学校施設整備の基本構想の策定 

松原中学校区の義務教育学校整備に向け、Ｒ６年度に基本構想を策定する予定でしたが、

御木中学校、白銀中学校の学校再編に係る事業に注力する必要が生じたため、基本構想の

策定準備にとどまりました。 

 

○学校施設長寿命化改修事業〔学務課〕 

大牟田市学校施設長寿命化改修計画に基づき、学校施設実態評価により改修が必要な施設

の課題整理を行いながら長寿命化改修を行っています。 

Ｒ６年度は、銀水小学校校舎（教室棟）の改修工事を行いました。 

（単位：千円） 

内容 事業費 

長寿命化改修事業（銀水小学校） 199,193 

 

○空調設備設置事業〔学務課〕 

Ｒ元年度から特別教室への空調設備の設置を開始し、Ｒ４年度に中学校及び特別支援学校

の、Ｒ５年度に小学校９校の特別教室に順次空調設備を設置してきました。Ｒ６年度は、小

学校の残り１０校の特別教室への空調設備の設置に向けた契約を行い、Ｒ７年度中頃に整備

が完了する予定です。 

（単位：千円） 

内容 事業費 

空調設備設置工事（Ｒ７年度への予算繰越し） 149,100 

 

○民間プール活用事業〔学校教育課〕 

（１）橘中学校、松原中学校及び白光中学校における民間プールを活用した水泳指導の実施と

効果の検証 

橘中学校、松原中学校及び白光中学校において、全学年の体育科の水泳授業で民間プー

ルを活用し、各学級４回（合計８時間）実施しました。専門のインストラクターとともに

効果的かつ効率的な指導を行うことができました。 

民間プールを活用することで、水泳授業が円滑に実施できるよう、学校と事業者の間で

指導方法・内容等の密な連携を図っていきます。 

 
○災害対策事業〔学務課〕 

（１）災害対策（小学校） 

ハザードマップの冠水想定地区内にある中友小学校、明治小学校、白川小学校、手鎌小

学校及び天領小学校の受変電設備のかさ上げ工事をＲ４年度から実施しています。このう

ち、天領小学校分を除く４校についてはＲ５年度内に工事が完了しており、残りは天領小

学校のみとなっています。 
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○災害復旧事業〔学務課〕 

（１）甘木中学校体育館西側擁壁復旧工事 

Ｒ５年７月３日の大雨により一部が破損した甘木中学校体育館西側擁壁の改良復旧工事

をＲ６年度に実施しました。 

（単位：千円） 

内容 事業費 

擁壁復旧工事（甘木中学校）（Ｒ５年度からの予算繰越し） 18,532 

 

○学校施設・設備改修事業〔学務課〕 

（１）学校施設整備（小学校） 

Ｒ６年度は、プール水槽等塗装工事、正門及び囲障改修工事、普通教室床改修工事、廊

下及び渡り廊下改修工事、中継ポンプ設置及び配管工事を行いました。 

（単位：千円） 
内容 事業費 

プール水槽等塗装工事（羽山台小学校） 9,715 

正門及び囲障改修工事（手鎌小学校） 14,426 

普通教室床改修工事（銀水小学校） 5,896 

廊下及び渡り廊下改修工事（吉野小学校） 2,898 

中継ポンプ設置及び配管工事（高取小学校） 4,087 

（２）学校施設整備（中学校等） 
Ｒ６年４月に宅峰中学校ほしぞら分校の開校に伴い、普通教室の改修工事を行いました。

また、宅峰中学校の校舎床改修を行いました。 
（単位：千円） 

内容 事業費 

普通教室改修工事（宅峰中学校ほしぞら分校） 1,596 

白蟻被害による校舎床改修工事（宅峰中学校） 2,035 

フェンス設置工事（大牟田特別支援学校） 2,985 

（３）トイレ洋式化の計画的推進 

校舎トイレの洋式化は、Ｒ７年度末の洋式化率９５％を目標に、洋式化率の低い学校や

特別に要請のある学校おいて集中的に進めています。 
Ｒ６年度は、小学校１４校（５０か所）及び中学校１校（５か所）計５５か所を改修し

ました。 
これにより、校舎トイレの洋式化率は、Ｒ５年度の７８．９％から６．６ポイント向上

し、８５．５％となりました。また、校舎、体育館、プール等を含めた全体の洋式化率は

８６．０％となりました。 
（単位：千円） 

内容 事業費 

小学校トイレ洋式化 13,314 

中学校トイレ洋式化 1,264 

（４）机、椅子等の更新 

学校毎に傷み具合などを判断し、小・中・特別支援学校全校で、児童生徒用の机１３２
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台、椅子１３１脚を更新しました。 

 

【成果指標の達成状況】 

指標名 項目 R6 R7 R8 R9 R10 目標値設定の考え方 

校舎トイレの洋式化
率 

目標値
（回） 

85.0 91.0 93.0 94.0 95.0 
衛生環境の向上、家庭におけ
る洋式トイレの普及状況、バ
リアフリー化、防災機能の強
化などの観点から、校舎トイ
レの洋式化を進めます。 
［現状値：70.8％（R4 年度実
績）］ 

実績値
（回） 

85.5     

達成度
（％） 

100.6     

 

【指標達成度に対する要因分析】 

校舎トイレの洋式化を年次計画で行い、洋式化率が６０％に満たない学校や洋式化の要請の

あった学校１５校（５５か所）と学校再編整備と合わせてＲ３年度から引き続いて集中的な改

修を行いました。これにより、校舎トイレの洋式化率は、８５．５％となりました。 

 

【今後の方向性】 

松原中学校区の義務教育学校整備については、Ｒ７年度に基本構想・基本計画策定等支援事

業者を選定し、Ｒ８年度・Ｒ９年度の２か年度で基本構想及び基本計画を策定します。 

学校施設の長寿命化改修については、学校施設長寿命化改修計画に基づき、総合計画の財政

計画との整合を図りながら改修工事を進めます。Ｒ８年度は銀水小学校校舎（管理棟）の改修

に係る実施設計を行い、Ｒ９年度に工事を行うこととしています。 

空調設備の設置については、Ｒ７年度中頃に残りの小学校１０校の特別教室への整備が完了

の予定です。また、Ｒ７年度から給食調理室への設置に向けた取組を開始し、Ｒ７年度は６校

の実施設計を行い、翌年度に設置を行う予定です。 

トイレの洋式化の推進については、Ｒ３年度末に既に当初目標の６６％（Ｒ５年度）を達成

し、以降順次目標を改め、現在９５％（R１０年度）としています。文部科学省がＲ７年度末

で９５％を目標としていることより、今後は、学校再編整備と整合を図りながら、Ｒ７年度も

引き続き学校の校舎（６５か所）のトイレの様式化を重点的に進めます。 
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基本施策Ⅴ 人権に関する教育・啓発の推進 

市民一人ひとりが互いの人権を尊重し、それぞれの多様性を認め合うとともに、人権につい

ての正しい理解を深めるため、関係機関と連携しながら人権教育・啓発活動に取り組みます。 

 

主要施策１ 人権・同和教育の推進                             

学校教育活動全体を通じて、人権尊重の視点を取り入れた教育を推進し、児童生徒に偏見や差

別意識をなくす意欲と実践力を涵
かん

養し、人権が尊重される社会の基礎づくりを進めます。 

また、人権・同和教育研究協議会等と連携しながら、広く市民を対象に、人権についての学習

活動や啓発活動を推進し、人権が尊重される社会の形成を進めます。 

 

【主な事業】 

●人権・同和教育・啓発推進事業〔指導室、人権・同和教育課〕（２５・２６ページを参照） 

 

○大牟田市人権・同和教育研究協議会との連携〔人権・同和教育課〕 

（１）大牟田市人権・同和教育研究実践交流会の共催 

第２８回人権・同和教育研究実践交流会 

と き  ８月２１日（水） 

ところ  大牟田文化会館等 

参加者  ４８８人 

全体会  記念講演「好感・共感・親近感が人権力を育む 
～人権・同和教育のさらなる創造めざして～」 

講 師  明石 一朗（関西外国語大学短期大学部教授・人権教育思想研究所長） 

分科会  「人権・部落問題学習①」、「子ども支援①」、「進路・学力保障」など７分科会

を開催 

（２）課題別委員会「子ども就学支援」の支援 

課題別委員会「子ども就学支援」で、「２０２４（令和６）年度版 おおむた子ども支援

ガイドブック～子どもを、家庭をチームワークで支えるために～」を作成し、学校をはじ

めとして大牟田市人権・同和教育研究協議会加盟団体に配付するとともに、ホームページ

に掲載し、情報提供を行いました。 
（３）人権連続講座の共催 

①第１回 

と き  ９月３０日（月） 

ところ  大牟田市総合体育館１階 第１～４会議室 
内 容  講演会「日本国憲法と部落差別」 

講 師  上杉 聰（元大阪市立大学教授、市民のための人権大学院/じんけん SCHOLA 

共同代表） 

参加者  ５４人 

②第２回 

と き  １０月２５日（金） 

ところ  大牟田市総合体育館１階 剣道場 

内 容  講演会「出会いの中で学んだこと」 

講 師  細貝 両作さん（部落解放同盟熊本県連合会南関支部長） 

参加者  ５５人 
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【成果指標の達成状況】 

指標名 項目 R6 R7 R8 R9 R10 目標値設定の考え方 

大牟田市人権・同和
教育カリキュラムの
活用実績 

目標値
（％） 

100 100 100 100 100 
全ての市立学校で、大牟田市
人権・同和教育カリキュラム
を活用した授業研究会を実施
することを目標とします。 
［現状値：100%（R4 年度実
績）］ 

実績値
（％） 

100     

達成度
（％） 

100     

 

【指標達成度に対する要因分析】 

本市では、全市的に人権・同和教育の内容を充実させ、小・中９年間を通して、系統性のあ

る教育を実施し、児童生徒に正しい認識と差別をなくそうとする態度を確実に身につけさせる

ためにＨ３０に人権・同和教育カリキュラム検討委員会を立ち上げました。Ｒ４年度から、小

学校５・６年、中学校１・２・３年で、Ｒ５年度には、小学校１～４年生で、全小・中学校の

教育課程に位置付け、学習を行っています。カリキュラムの周知・徹底とさらなる充実に向け

て、教育講座や実践交流会で研修の場を設けるとともに、各学校で授業を通した研修会の実施

について指導しています。 

 

【今後の方向性】 

今後も、人権・同和教育のさらなる充実に向けて、児童生徒に正しい認識と差別をなくそう

とする態度を確実に身につけさせるために、各学校にカリキュラムを確実に実施していくと共

に、夏季講座や実践交流会の研修に充実を図ります。 

諸事業を開催する際には、開催テーマに対する理解や認識を深めてもらうとともに、若年層

を含めた幅広い市民の参加が得られるように企画、周知することも必要です。このことから、

周知方法についても、広報おおむたや市ホームページのほか、愛情ねっと、公式 LINE 等の SNS
を活用するとともに、住民自治組織や市内の各種団体等に働きかけを行うなど、広く周知、啓

発していきます。 

 

 


